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現
代
ロ
シ
ア
に
お
け
る
「
愛
国
主
義
」
の
相
貌

｜
｜
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
の
動
向
を
中
心
に
｜
｜

西

山

美

久

は
じ
め
に

第
一
節

ソ
連
崩
壊
と
タ
タ
ル
ス
タ
ン
｜
｜
タ
タ
ー
ル
意
識
の
高
揚

第
二
節

共
鳴
す
る
「
愛
国
」

第
一
項

プ
ー
チ
ン
の
「
愛
国
」

第
二
項

タ
タ
ル
ス
タ
ン
に
お
け
る
「
愛
国
」

（
一
）
祭
典
と
し
て
の
戦
勝
記
念
日
｜
｜
タ
タ
ル
ス
タ
ン
に
お
け
る
舞
台
装
置

（
二
）
市
民
の
意
識
｜
｜
戦
勝
記
念
、
退
役
軍
人
、「
愛
国
心
」

（
三
）
共
鳴
す
る
理
念

第
三
節

民
族
文
化
伝
統
の
教
育
｜
｜
タ
タ
ー
ル
意
識
と
国
家
統
一
の
狭
間
で

第
一
項

「
ラ
テ
ン
文
字
復
活
法
」
の
採
択

第
二
項

連
邦
政
府
に
よ
る
言
語
法
の
改
正
｜
｜
ロ
シ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
発
露
か

第
三
項

タ
タ
ル
ス
タ
ン
に
お
け
る
政
策

（
一
）「
タ
タ
ル
ス
タ
ン
愛
国
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
策
定

（
二
）
タ
タ
ル
ス
タ
ン
で
の
「
愛
国
」
教
育

お
わ
り
に
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は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
、
第
一
期
プ
ー
チ
ン
政
権
（
二
〇
〇
〇
〜
二
〇
〇
八
年
）
下
に
お
け
る
「
愛
国
主
義
」
政
策
と
民
族
共
和
国
に
お
け
る
政

策
と
の
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
現
代
ロ
シ
ア
に
お
け
る
「
愛
国
」
の
実
相
の
一
断
面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
は
ロ
シ
ア
に
お
け
る
民
族
問
題
か
ら
話
を
始
め
た
い
。
こ
の
点
、
プ
ー
チ
ン
は
二
〇
一
二
年
に
発
表
し
た
論
文
で
、
民
族
問
題
と
は

「
多
種
多
様
な
言
語
、
伝
統
、
民
族
、
文
化
を
内
包
す
る
ロ
シ
ア
に
と
っ
て
、
誇
張
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
根
本
的
な
性
質
を
有
し
て
い

る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
「
我
が
国
は
多
民
族
社
会
で
あ
る
が
、
統
一
的
国
民
」
で
も
あ
り
、「
多
様
性
の
中
の
統
合
（

）」
が
求
め
ら
れ
る
と
し１

）
、「
ロ
シ
ア
国
民
（
ロ
シ
ヤ
ー
ニ
ン
）」
意
識
の
涵
養
を
行
う
べ
き
と
説
い
た
。

こ
う
し
た
指
摘
の
背
景
に
は
同
国
の
民
族
構
成
が
関
係
し
て
い
る
。
国
家
統
計
局
が
発
表
す
る
人
口
統
計
に
よ
れ
ば
、
八
割
以
上
が
ロ
シ

ア
人
（
ル
ー
ス
キ
ー
）
だ
が２

）
、
連
邦
内
に
は
非
ロ
シ
ア
諸
民
族
が
中
心
を
な
す
民
族
共
和
国
も
存
在
し
、
複
雑
な
民
族
構
成
が
一
つ
の
特
徴

と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
共
和
国
に
は
ソ
連
崩
壊
後
、
中
央
と
激
し
く
対
立
し
た
過
去
が
あ
り３

）
、
統
合
を
目
指
す
権
力
サ
イ
ド
か
ら
す
れ

ば
彼
ら
の
動
向
は
無
視
し
得
な
い
。
と
り
わ
け
チ
ェ
チ
ェ
ン
や
タ
タ
ル
ス
タ
ン
と
い
っ
た
共
和
国
は
ロ
シ
ア
か
ら
の
分
離
独
立
や
連
邦
中
央

か
ら
の
権
限
委
譲
を
求
め
、
そ
れ
ら
は
次
第
に
中
央
と
地
方
の
対
立
と
い
う
民
族
問
題
に
収
斂
し
、
政
治
社
会
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
き

た４
）

。
こ
う
し
た
事
情
に
伴
い
、
ロ
シ
ア
へ
の
帰
属
意
識
涵
養
（
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
）
が
政
策
課
題
と
し
て
認
識
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
非
ロ
シ
ア
諸
民
族
を
い
か
に
包
摂
す
る
か
が
争
点
と
な
っ
た
の
で
あ
る５

）
。

そ
こ
で
プ
ー
チ
ン
は
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
期
の
中
央
・
地
方
関
係
を
見
直
し
、
ロ
シ
ア
を
一
つ
に
ま
と
め
る
作
業
に
着
手
し
た
。
特
に
、
異
な

る
民
族
を
ロ
シ
ア
と
い
う
国
家
に
包
摂
す
る
精
神
的
紐
帯
と
し
て
「
愛

国

心

パトリオティズム
」
に
着
目
し６

）
、「
わ
れ
わ
れ
意
識
」
の
醸
成
に
乗
り
出
し
た７

）
。

そ
の
証
左
と
し
て
、
連
邦
政
府
は
「
二
〇
〇
一
か
ら
二
〇
〇
五
年
ま
で
の
ロ
シ
ア
国
民
の
愛
国
心
教
育
に
関
す
国
家
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
お
よ
び

「
二
〇
〇
六
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
ま
で
の
ロ
シ
ア
国
民
の
愛
国
心
教
育
に
関
す
る
国
家
プ
ロ
グ
ラ
ム
」（
以
下
、「
愛
国
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
す

る
）
を
採
択
し
、
自
国
の
伝
統
や
偉
業
と
い
っ
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
に
連
帯
の
源
泉
を
求
め
、
国
民
の
「
愛
国
心
」
を
鼓
舞
し
て
き
た８

）
。

で
あ
れ
ば
、
非
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
中
央
と
民
族
共
和
国
の
垂
直
的
関
係
に
着
目
し
、
現
代
ロ
シ
ア
に
お
け
る
「
愛
国
主
義
」
の
内
実
を
検
討
す
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る
試
み
は
意
義
の
あ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

で
は
、
ど
の
民
族
共
和
国
に
着
目
す
べ
き
か９

）
。
本
稿
で
は
ヴ
ォ
ル
ガ
川
中
流
域
に
位
置
す
る
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
に
着
目
し
た
い
。
同

共
和
国
は
タ
タ
ー
ル
人
の
割
合
が
ロ
シ
ア
人
よ
り
も
高
く
（
前
者
は
五
二
・
九
％
、
後
者
は
三
九
・
五
％10

）
）、
ま
た
彼
ら
は
ロ
シ
ア
最
大
の
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
で
も
あ
る11

）
。
加
え
て
タ
タ
ル
ス
タ
ン
は
ソ
連
崩
壊
後
、
独
自
の
政
治
体
制
を
つ
く
り
あ
げ12

）
、
当
時
の
エ
リ
ツ
ィ
ン
政
権
と
激
し

く
対
立
し
た
経
緯
が
あ
り13

）
、
プ
ー
チ
ン
の
「
愛
国
主
義
」
政
策
に
対
し
て
タ
タ
ル
ス
タ
ン
が
如
何
な
る
反
応
示
し
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と

に
は
大
き
な
意
義
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、
共
和
国
で
は
「
愛
国
」
に
関
す
る
様
々
な
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
た
。
ご
く
一
例

を
挙
げ
れ
ば
、
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
の
地
元
紙
は
「
教
師
の
日
」
と
題
す
る
記
事
で
彼
ら
の
日
々
の
活
動
を
詳
細
に
レ
ポ
ー
ト
し
、
教
員

た
ち
は
「
民
主
主
義
、
市
民
性
、
そ
し
て
愛﹅
国﹅
主﹅
義﹅
と
い
っ
た
価
値
観
や
理
念
を
育
ん
で
い
る
」（
傍
点
引
用
者
）
こ
と
を
強
調
し
た14

）
。
こ
れ

は
「
愛
国
」
が
同
共
和
国
で
も
重
要
な
価
値
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

と
す
る
と
、
こ
こ
で
は
中
央
と
タ
タ
ル
ス
タ
ン
の
「
愛
国
」
の
異
同
が
議
論
の
焦
点
に
な
り
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
「
愛
国
」
が
同
共
和

国
で
語
ら
れ
て
い
た
の
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
課
題
を
設
定
し
た
場
合
、
本
稿
が
参
照
す
べ
き
先
行
研
究
が
ほ
と

ん
ど
な
い
こ
と
を
ま
ず
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
タ
タ
ル
ス
タ
ン
に
お
け
る
「
愛
国
」
イ
メ
ー
ジ
や
実
践
を
中
央
政
府
の
「
愛
国
主
義
」

政
策
と
の
関
連
で
取
り
上
げ
た
も
の
は
管
見
の
限
り
で
は
見
当
た
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
プ
ー
チ
ン
政
権
の
「
愛
国
主
義
」
に
焦
点
を
当
て

た
研
究
は
少
な
く
は
な
い
。
例
え
ば
、
そ
の
多
く
は
、
プ
ー
チ
ン
政
権
が
「
軍
事
愛
国
主
義
（m

ilita
rized p

a
trio

tism

）」
に
基
づ
き
国
民

の
「
愛
国
心
」
を
鼓
舞
し15

）
、
近
年
で
は
と
り
わ
け
青
年
層
を
対
象
に
退
役
軍
人
と
の
交
流
や
「
大
祖
国
戦
争
」
で
の
戦
勝
の
記
憶
の
内
面
化

を
促
す
こ
と
で
、
祖
国
へ
尽
く
す
若
者
の
育
成
を
図
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る16

）
。
確
か
に
、
こ
の
時
期
に
中
央
集
権
化
が
進
め
ら
れ
た
た

め17
）

、
中
央
の
地
方
に
対
す
る
影
響
力
を
強
調
す
る
先
行
研
究
の
主
張
に
は
そ
れ
な
り
の
説
得
力
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
地
方
が
中

央
の
指
示
に
従
順
な
態
度
を
示
す
訳
で
は
必
ず
し
も
な
く18

）
、
よ
り
き
め
細
か
な
分
析
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
先
行
研
究
は
、
政
権
の「
愛
国
」

が
祖
国
に
尽
く
す
若
者
育
成
を
目
的
に
し
て
い
る
こ
と
に
力
点
を
置
く
が
、
前
述
の
ご
と
く
、
国
家
統
合
を
促
す
精
神
的
紐
帯
と
し
て
の
役

割
も
付
与
さ
れ
て
お
り
、
非
ロ
シ
ア
諸
民
族
サ
イ
ド
の
対
応
や
関
係
す
る
政
策
に
注
意
を
向
け
る
作
業
も
欠
か
せ
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、「
愛
国
」の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
前
面
に
掲
げ
ら
れ
た
プ
ー
チ
ン
期
に
着
目
し
、
連
邦
中
央
と
民
族
共
和
国
タ
タ
ル
ス
タ
ン
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に
お
け
る
「
愛
国
主
義
」
政
策
の
実
践
や
相
互
の
や
り
取
り
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
両
者
の
「
愛
国
」
の
異
同
を
明
ら
か
に
し
た
い19

）
。
も
っ

と
も
、
中
央
地
方
と
い
う
二
者
関
係
で
は
地
方
の
下
部
単
位
で
あ
る
地
区
や
市
レ
ヴ
ェ
ル
の
動
き
を
見
落
と
し
か
ね
ず
、「
中
央
・
地
方
・
サ

ブ
リ
ー
ジ
ョ
ン
」
と
い
う
三
者
関
係
を
検
討
す
る
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
お
り20

）
、
本
稿
で
も
可
能
な
限
り
そ
れ
ら
も
含
め
て
検
討
を
加
え
て

い
き
た
い
。
な
お
、
資
料
的
制
約
か
ら
、
本
稿
で
は
主
に
中
央
・
地
方
関
係
に
焦
点
を
当
て
「
愛
国
」
の
内
実
を
浮
き
彫
り
に
し
た
い
。

以
上
の
よ
う
な
課
題
設
定
に
基
づ
き
、
ま
ず
一
節
で
は
、
ソ
連
崩
壊
後
に
タ
タ
ー
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
高
揚
し
、
国
家
統
合
が
重
要

な
政
策
課
題
と
し
て
浮
上
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、
次
節
以
降
で
は
「
愛
国
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
採
択
後
の
連
邦
中
央
と
タ
タ
ル
ス

タ
ン
の
「
愛
国
」
政
策
の
比
較
検
討
を
行
い
、
第
二
節
で
は
両
者
の
政
策
内
容
が
合
致
し
て
い
た
点
を
示
す
。
他
方
第
三
節
で
は
、
タ
タ
ル

ス
タ
ン
で
着
手
さ
れ
た
文
字
改
革
を
取
り
上
げ
、
同
地
で
民
族
文
化
伝
統
の
振
興
が
進
め
ら
れ
な
が
ら
も
、「
愛
国
」理
念
の
下
、
ロ
シ
ア
連

邦
へ
の
帰
属
意
識
の
形
成
が
促
進
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。「
お
わ
り
に
」で
は
、
右
の
よ
う
な
複
雑
性
が
あ
り
な
が
ら
も
、
タ
タ
ル

ス
タ
ン
は
「
一
体
不
可
分
の
ロ
シ
ア
」
創
出
と
い
う
連
邦
中
央
の
シ
ナ
リ
オ
に
呼
応
し
て
い
た
点
を
指
摘
し
、
稿
を
閉
じ
る
。

第
一
節

ソ
連
崩
壊
と
タ
タ
ル
ス
タ
ン
｜
｜
タ
タ
ー
ル
意
識
の
高
揚

タ
タ
ル
ス
タ
ン
は
一
九
二
〇
年
、
タ
タ
ー
ル
自
治
社
会
主
義
共
和
国
と
し
て
成
立
し
、
ソ
連
崩
壊
後
の
一
九
九
二
年
二
月
に
現
在
の
国
名

に
変
更
し
た
。
ヴ
ォ
ル
ガ
川
の
中
流
に
位
置
し
、
首
都
は
カ
ザ
ン
で
あ
る
。
共
和
国
は
タ
タ
ー
ル
人
、
ロ
シ
ア
人
、
チ
ュ
ヴ
ァ
シ
人
な
ど
複

雑
な
民
族
構
成
を
と
り
、
な
か
で
も
タ
タ
ー
ル
人
の
人
口
は
多
く
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
地
位
に
あ
る
。
彼
ら
は
帝
政
期
ロ
シ
ア
に
編
入
さ
れ
た

後
も
独
自
の
文
化
伝
統
を
誇
り
、
栄
え
て
い
た
歴
史
的
背
景
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
挙
に
「
ロ
シ
ア
化
」
が
進
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
と
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
ロ
シ
ア
語
や
正
教
を
手
掛
か
り
と
し
て
な
さ
れ
た
「
ロ
シ
ア
化21

）
」
の
産
物
と
し
て
、
正
教
に
改
宗
し
た
「
受
洗
タ
タ
ー

ル
」
も
存
在
し22

）
、
彼
ら
は
自
ら
を
「
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
」
と
呼
ぶ
な
ど
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
同
定
に
迫
ら
れ
て
い
る23

）
。
こ
の
よ
う
に
様
々
な
文

化
が
複
雑
に
絡
み
合
う
同
共
和
国
に
お
い
て
「
タ
タ
ー
ル
意
識
」
の
再
確
認
を
求
め
る
動
き
が
急
速
に
拡
大
し
始
め
た
。

タ
タ
ー
ル
意
識
が
高
揚
す
る
の
は
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
期
に
遡
る
。
こ
の
時
期
、
ソ
連
各
地
で
「
民
族
復
興
」
ブ
ー
ム
が
生
じ
、
そ
れ
に
呼

― ―70



応
す
る
よ
う
に
タ
タ
ー
ル
人
も
歴
史
見
直
し
や
タ
タ
ー
ル
語
の
地
位
向
上
を
求
め
る
な
ど
、
モ
ス
ク
ワ
へ
の
圧
力
を
強
め
て
い
っ
た
。
一
九

九
一
年
八
月
に
発
表
さ
れ
た
あ
る
世
論
調
査
に
よ
れ
ば
、
タ
タ
ー
ル
人
の
七
割
以
上
が
ロ
シ
ア
か
ら
の
離
脱
を
支
持
し
て
い
た
と
さ
れ
る24

）
。

ソ
連
崩
壊
後
も
タ
タ
ー
ル
民
族
派
の
運
動
は
続
き
、
様
々
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
政
治
に
関
与
し
共
和
国
政
権
へ
圧
力
を
か
け
始
め25

）
、
次
第
に
「
ロ

シ
ア
国
籍
」
で
は
な
く
「
タ
タ
ル
ス
タ
ン
国
籍
」
の
取
得
を
目
指
す
な
ど
、
勢
い
を
徐
々
に
増
し
て
い
っ
た26

）
。
シ
ャ
イ
ミ
エ
フ
を
ト
ッ
プ
と

す
る
政
権
は
彼
ら
の
要
求
全
て
に
与
せ
ず
も
、「
主
権
」の
文
言
を
入
れ
た
タ
タ
ル
ス
タ
ン
憲
法
を
一
九
九
三
年
に
採
択
し
モ
ス
ク
ワ
と
の
対

決
姿
勢
を
示
す
に
至
る
が
、
九
四
年
に
は
権
限
区
分
条
約
を
締
結
し
ロ
シ
ア
の
一
部
と
な
る27

）
。
と
も
か
く
、
こ
う
し
た
エ
ス
ノ
政
治
的
勢
い

は
タ
タ
ー
ル
文
化
や
イ
ス
ラ
ー
ム
の
振
興
に
も
つ
な
が
り
、あ
る
論
者
に
よ
れ
ば
、共
和
国
内
の
あ
る
放
送
局
で
は
番
組
の
七
〇
％
が
タ
タ
ー

ル
語
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る28

）
。
そ
し
て
共
和
国
の
政
治
は
次
第
に
民
族
関
係
に
も
影
響
を
与
え
、
一
九
九
二
年
の
社
会
学
的
調
査
で
は
「
民
族

関
係
は
安
定
し
て
い
る
」
と
回
答
し
た
者
は
二
九
・
六
％
、「
表
面
上
は
安
定
し
て
い
る
が
、
実
際
は
緊
張
状
態
に
あ
る
」
と
回
答
し
た
者
は

五
四
・
六
％
に
も
達
し
て
い
た29

）
。
ま
た
一
九
九
七
年
の
調
査
で
も
約
三
割
の
共
和
国
民
が
「
安
定
し
て
い
る
」
と
し
な
が
ら
、
他
方
で
約
五

割
は
「
実
際
に
は
緊
張
状
態
に
あ
」
り30

）
、
三
八
・
二
％
が
「
変
化
は
見
込
め
な
い
」
と
回
答
し
て
い
た31

）
。

タ
タ
ー
ル
意
識
高
揚
も
相
ま
っ
て
教
育
現
場
で
も
変
化
が
生
じ
た
。
例
え
ば
、
ロ
シ
ア
史
や
ロ
シ
ア
語
だ
け
で
な
く
、
タ
タ
ー
ル
の
歴
史

文
化
、
タ
タ
ー
ル
語
も
科
目
と
し
て
加
え
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
政
策
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
こ
れ
ら
を
必
修
化
す
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
採
択
さ
れ32

）
、

民
族
共
生
が
謳
わ
れ
て
い
た
も
の
の33

）
、
あ
る
論
者
に
よ
れ
ば
、
タ
タ
ー
ル
語
に
比
べ
ロ
シ
ア
語
の
授
業
時
間
は
少
な
く
、
ま
た
ロ
シ
ア
人
作

家
の
書
籍
も
減
少
傾
向
に
あ
り
、
差
別
化
が
進
ん
で
い
た
と
い
う34

）
。
実
際
、
教
室
学
習
の
他
に
文
化
・
宗
教
施
設
で
の
教
育
も
行
わ
れ
る
な

ど
、
教
育
の
タ
タ
ー
ル
化
が
進
ん
で
い
た
と
さ
れ
る35

）
。
そ
れ
で
も
、
一
部
の
タ
タ
ー
ル
人
は
自
身
の
子
弟
に
ロ
シ
ア
語
学
校
で
の
教
育
を
望

ん
で
い
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
多
く
は
自
民
族
の
伝
統
文
化
の
教
育
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
た（
六
八
％36

）
）。
こ
う
し
た
タ
タ
ー
ル
・
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
に
よ
り
、
次
第
に
共
和
国
の
ロ
シ
ア
人
は
「
ロ
シ
ア
は
ロ
シ
ア
人
の
た
め
に
」
と
い
っ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
支
持
し
始
め37

）
、

ま
た
彼
ら
の
権
利
保
障
が
重
要
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
な
ど38

）
、
民
族
関
係
は
微
妙
な
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
中
、
エ
リ
ツ
ィ

ン
の
後
を
継
い
だ
プ
ー
チ
ン
は
「
一
体
不
可
分
の
ロ
シ
ア
」
創
出
を
目
指
す
べ
く
、
国
家
統
合
や
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
構

築
と
い
う
難
問
に
挑
む
の
で
あ
る
。
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第
二
節

共
鳴
す
る
「
愛
国
」

第
一
項

プ
ー
チ
ン
の
「
愛
国
」

二
〇
〇
〇
年
代
に
国
民
の
意
識
形
成
を
目
的
に
「
愛
国
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
が
次
々
と
採
択
さ
れ
た
。
そ
の
背
景
に
は
ソ
連
崩
壊
後
に
ロ
シ
ア

社
会
に
蔓
延
し
た
ア
パ
シ
ー
や
エ
ゴ
イ
ズ
ム
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
問
題
解
決
の
た
め
に
「
上
か
ら
」
指
針
を
定
め
た
と
い
う
。
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
紐
解
く
と
、
そ
の
中
核
は
「
大
祖
国
戦
争
」
で
の
勝
利
で
あ
り
、
戦
勝
は
ロ
シ
ア
国
民
の
「
愛
国
心
」
を
高
め
、
国
を
一
つ
に
ま
と

め
る
凝
固
剤
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
権
力
サ
イ
ド
は
、
ソ
連
崩
壊
後
に
国
民
が
味
わ
っ
た
屈
辱
を
慰
撫
す
る
か
の
ご
と
く
、
シ
ン
ボ
ル
操

作
や
新
し
い
歴
史
教
科
書
を
編
纂
す
る
な
ど
し
て
「
愛
国
心
」
を
鼓
舞
し
、「
一
体
不
可
分
と
し
て
の
ロ
シ
ア
」
の
創
出
に
乗
り
出
し
た
の
で

あ
る39

）
。
し
か
し
、
政
権
は
右
に
挙
げ
た
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
文
化
領
域
に
も
関
心
を
示
し
、
国
民
の
意
識
形
成
に
用
い
る
こ
と
に
し
た
。

以
下
、
旧
稿
で
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
点
を
簡
単
に
ま
と
め
よ
う
。

プ
ー
チ
ン
政
権
は
「
愛
国
心
」
醸
成
に
テ
レ
ビ
、
映
画
、
音
楽
、
文
学
と
い
っ
た
メ
デ
ィ
ア
も
活
用
し
、
人
々
の
意
識
形
成
を
促
し
た
。

例
え
ば
、
二
〇
〇
四
に
ロ
シ
ア
連
邦
大
統
領
府
、
上
下
両
院
、
ロ
シ
ア
政
府
、
連
邦
保
安
庁
の
支
援
に
よ
り
「
愛
国
映
画
支
援
財
団
（

）」
が
設
立
さ
れ
た
。
財
団
に
よ
る
と
、
そ
の
目
的
は
「
愛
国
的
な
映
画
や
文
学
の
復
活
、
愛
国
理
念
の

普
及
、
祖
国
を
守
る
人
々
へ
の
肯
定
的
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
」
と
さ
れ
て
い
る40

）
。
財
団
の
活
動
に
は
「
愛
国
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
お
よ
び
二
〇
〇
三

年
に
採
択
さ
れ
た
「
ロ
シ
ア
連
邦
市
民
の
愛
国
心
教
育
の
概
念
（

）」
が
基
底
に
あ
る
。
こ
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
「
愛
国
的
価
値
を
失
墜
さ
せ
る
あ
ら
ゆ
る
試
み
に
抗
」
し
、
愛
国
主
義
を
「
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
や
分
離
主
義
と
は
異
な
る
も
の
」
と
定
義
し
て
お
り41

）
、
国
家
統
合
を
目
指
し
た
プ
ー
チ
ン
の
目
的
に
合
致
し
て
い
る
。
財
団
の
Ｈ
Ｐ

に
も
当
該
文
書
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
効
果
的
に
「
愛
国
心
」
を
国
民
に
植
え
付
け
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
評
議
員
に
は
、

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ト
ル
シ
ン
（
現
連
邦
会
議
第
一
副
議
長
）
や
セ
ル
ゲ
イ
・
バ
ジ
ェ
ノ
フ
ら
が
名
を
連
ね
て
お
り
、
政
権
と
近
い
関
係
に

あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
財
団
を
取
材
し
た
週
刊
誌
『
コ
メ
ル
サ
ン
ト
・
ジ
ェ
ン
ギ
』
は
、
国
家
機
関
に
よ
る
「
支
援
に
よ
っ
て
財
団
が
設
立
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さ
れ
た
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
」
と
し
、
そ
の
上
で
会
長
バ
ジ
ェ
ノ
フ
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
い
、
い
か
に
し
て
「
愛
国
心
」
を
醸
成
す

る
の
か
を
問
う
た
。
彼
は
、「
ソ
連
時
代
、
愛
国
主
義
は
上
か
ら
も
た
ら
さ
れ
、
厳
し
い
指
令
が
あ
っ
た
。
今
日
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
不
可

能
だ
が
、
愛
国
心
を
教
え
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。
…
…
単
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
詰
め
込
む
の
は
よ
く
な
い
。
若
者
は
拒
否
し
て
し
ま
う
。

評
判
の
よ
い
良
質
な
映
画
を
製
作
し
、
愛
国
の
思
想
を
巧
み
に
伝
え
る
必
要
が
あ
る42

）
」
と
述
べ
た
。

こ
の
他
、
バ
ジ
ェ
ノ
フ
は
記
者
と
の
や
り
取
り
で
国
家
か
ら
の
支
援
を
否
定
し
な
か
っ
た43

）
。
こ
う
し
た
事
実
か
ら
、
政
権
は
国
民
の
意
識

形
成
に
影
響
力
の
あ
る
メ
デ
ィ
ア
を
用
い
て
、
彼
ら
が
思
い
描
く
シ
ナ
リ
オ
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
し
た
わ
け
だ
。
ま
た
同
財
団
は
、
二
〇
〇

六
年
か
ら
連
邦
保
安
庁
の
活
動
を
扱
っ
た
文
学
や
芸
術
を
表
彰
す
る
「
ロ
シ
ア
連
邦
保
安
庁
賞
」
の
主
催
者
で
も
あ
る
。
あ
る
職
員
は
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
で
「
今
日
、
ド
ラ
マ
や
映
画
な
ど
で
治
安
機
関
の
活
動
は
否
定
的
に
描
か
れ
て
お
り
、
私
達
は
…
…
治
安
機
関
の
威
信
を
傷
つ
け

ず
、
国
を
守
る
者
と
し
て
の
肯
定
的
イ
メ
ー
ジ
作
り
に
貢
献
し
て
い
る
人
々
を
表
彰
す
る
こ
と
に
し
た44

）
」
と
述
べ
て
い
る
。
祖
国
に
尽
く
す

者＝

「
愛
国
者
」
と
い
う
図
式
の
下
、
権
力
サ
イ
ド
は
芸
術
分
野
に
も
活
路
を
見
出
し
、「
愛
国
」
意
識
の
醸
成
を
試
み
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
方
針
は
映
画
産
業
に
対
し
て
も
見
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
二
〇
〇
〇
年
代
の
ロ
シ
ア
映
画
を
分
析
し
た
ス
ヴ
ェ
ト
ラ
ー
ナ
・
ザ
ル

ビ
ナ
に
よ
れ
ば
、
①
愛
国
的
な
映
画
は
国
家
か
ら
金
銭
的
援
助
を
受
け
て
お
り
（
例
え
ば
、
二
〇
〇
八
年
製
作
の
「
我
々
は
未
来
か
ら
来
た

（

）」
な
ど
）、
②
そ
う
し
た
映
画
は
大
祖
国
戦
争
の
記
憶
と
密
接
不
可
分
な
も
の
で
あ
り
、
ロ
シ
ア
国
民
の
「
愛
国
心
」

形
成
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う45

）
。
映
画
評
論
家
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
シ
ャ
パ
ギ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
戦
争
は
…
…
歴
史
の
中
で
も
輝

か
し
い
ペ
ー
ジ
の
一
つ
」
で
あ
り46

）
、
政
権
も
利
用
し
や
す
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
政
権
は
毎
年
五
月
九
日
の
戦
勝
記
念
日
に
大
々
的
な
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
た
と
言
え
る
。
祝
祭
や
記
念
行
事
の
象
徴

性
は
様
々
な
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
り47

）
、
そ
れ
に
市
民
の
参
加
を
促
し
「
愛
国
心
」
高
揚
を
狙
っ
た
。
モ
ス
ク
ワ
の
「
赤
の
広

場
」
で
開
催
さ
れ
る
戦
勝
記
念
祭
に
は
、
退
役
軍
人
や
そ
の
家
族
親
族
が
招
か
れ
、
軍
事
パ
レ
ー
ド
を
見
物
す
る
。
こ
の
祭
典
で
は
「
勝
利

の
日
（

）」
と
い
う
曲
が
演
奏
さ
れ
、
有
名
歌
手
や
参
加
者
が
歌
う
姿
が
全
国
放
送
で
中
継
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
イ
ベ
ン
ト
は
各

地
で
開
か
れ
、
政
権
は
国
民
の
参
加
を
促
す
こ
と
で
連
帯
感
を
演
出
し
、「
一
体
不
可
分
の
ロ
シ
ア
」
の
創
出
に
努
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
プ
ー
チ
ン
政
権
は
「
愛
国
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
や
「
愛
国
コ
ン
セ
プ
ト
」
を
次
々
に
採
択
し
、「
愛
国
」
を
国
家
統
合
の
シ
ン
ボ
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ル
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
で
、
多
民
族
国
家
ロ
シ
ア
の
統
合
を
促
し
た
。
し
か
し
、「
愛
国
的
」な
連
帯
を
基
底
と
す
る
各
民
族
の
紐
帯
の
強

化
は
、
地
方
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
よ
っ
て
も
促
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
中
央
の
一
方
的
な
押
し
付
け
で
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

第
二
項

タ
タ
ル
ス
タ
ン
に
お
け
る
「
愛
国
」

（
一
）
祭
典
と
し
て
の
戦
勝
記
念
日
｜
｜
タ
タ
ル
ス
タ
ン
に
お
け
る
舞
台
装
置

二
〇
〇
一
年
に
「
愛
国
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
が
採
択
さ
れ
た
際
、
タ
タ
ル
ス
タ
ン
の
地
元
紙
は
「
政
府
は
国
民
の
愛
国
教
育
を
開
始
」
と
の
見

出
し
で
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
昨
今
議
論
さ
れ
て
い
る
「
愛
国
主
義
」
へ
の
国
家
関
与
は
「
現
実
と
し
て
具
体
化
さ
れ
」、
そ
の

目
的
は
「
社
会
の
統
一
、
社
会
経
済
的
安
定
、
ロ
シ
ア
に
お
け
る
諸
民
族
友
好
や
統
一
性
の
強
化
な
ど
諸
々
の
課
題
解
決
を
可
能
に
す
る
愛

国
意
識
を
形
成
す
る
こ
と
を
基
礎
に
し
た
効
果
的
な
基
礎
シ
ス
テ
ム
の
構
築
」
の
た
め
だ
と
さ
れ
て
い
る48

）
。
で
は
、
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
採
択
以

降
、
タ
タ
ル
ス
タ
ン
で
は
如
何
な
る
指
揮
が
執
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
う
し
た
疑
問
は
、
共
和
国
に
お
け
る
戦
勝
記
念
イ
ベ
ン
ト
を
見
て
い
く
と
明
ら
か
に
な
る
。
二
〇
〇
一
年
五
月
七
日
に
は
、
タ
タ
ル
ス

タ
ン
の
首
都
カ
ザ
ン
で
大
祖
国
戦
争
に
関
わ
っ
た
軍
人
な
ど
を
捧
げ
る
記
念
碑
の
除
幕
式
が
行
わ
れ
、
式
に
参
加
し
た
共
和
国
大
統
領
シ
ャ

イ
ミ
エ
フ
は
「
年﹅
毎﹅
に﹅
戦
勝
の
記
憶
は
人
々
に
と
っ
て
ま
す
ま
す
重
要
な
も
の
に
な
り
、
ま
た
戦
勝
記
念
日
は
ま
す
ま
す
重
要
な
意
味
で
み

た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」（
傍
点
引
用
者
）と
語
り
、
戦
勝
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
価
値
を
帯
び
る
と
強
調
し
た49

）
。
ま
た
、
二
〇
〇
一
年
五
月
八

日
付
け
の
地
元
紙
『
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
』
は
、
翌
日
の
戦
勝
記
念
日
を
意
識
し
て
当
時
の
写
真
と
と
も
に
シ
ャ
イ
ミ
エ
フ
の
祝
辞
を
一

面
ト
ッ
プ
で
掲
載
し
、
戦
勝
ム
ー
ド
を
演
出
し
て
い
た
。
祝
辞
に
は
次
の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
。

死
に
直
面
し
た
状
況
下
で
、
戦
争
は
全﹅
て﹅
の﹅
年﹅
齢﹅
層﹅
、
民﹅
族﹅
、
異﹅
教﹅
徒﹅
を﹅
一﹅
つ﹅
に﹅
ま﹅
と﹅
め﹅
た﹅
。
…
…
共
和
国
は
、
パ
ン
や
牛
乳
か
ら
銃

弾
や
戦
闘
機
ま
で
可
能
な
限
り
物
資
を
前
線
に
送
っ
た
。
…
…
悲
劇
を
伴
う
戦
時
下
で
斃
れ
た
人
々
に
永
久
の
記
憶
を
。
名
誉
や
尊
敬

の
念
を
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
病
（

）
を
打
ち
負
か
し
、
偉
大
な
勝
利
と
平
和
を
諸
民
族
に
も
た
ら
し
た
あ
な
た
方
退
役
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軍
人
の
方
々
に
。
そ
し
て
戦
後
に
生
ま
れ
、
戦
時
下
の
混
乱
を
父
親
、
祖
父
、
曾
祖
父
の
話
や
様
々
な
本
で
知
っ
て
い
る
全
て
の
人
々

に
平
和
と
安
定
を50

）
（
傍
点
引
用
者
）。

シ
ャ
イ
ミ
エ
フ
は
、
様
々
な
民
族
が
一
体
と
な
り
祖
国
防
衛
に
尽
く
し
た
功
績
を
讃
え
、
ま
た
父
祖
の
英
雄
的
行
為
を
想
起
さ
せ
る
こ
と

で
、
共
和
国
に
住
む
人
々
の
「
愛
国
心
」
を
鼓
舞
し
、
祖
国＝

ロ
シ
ア
へ
の
忠
誠
を
促
し
た
。

五
月
九
日
に
は
共
和
国
の
首
都
カ
ザ
ン
の
自
由
広
場
や
勝
利
公
園
で
催
し
が
開
か
れ
、
大
統
領
や
閣
僚
ら
と
共
に
多
く
の
勲
章
を
身
に
付

け
た
退
役
軍
人
な
ど
が
参
加
し
た
。
地
元
紙
は
一
面
で
シ
ャ
イ
ミ
エ
フ
と
退
役
軍
人
が
笑
顔
で
語
り
合
う
姿
を
収
め
た
写
真
を
掲
載
し
、
五

六
回
目
の
記
念
式
典
を
詳
報
し
た
。
報
道
に
よ
れ
ば
、
彼
は
こ
の
日
、
退
役
軍
人
ら
に
偉
大
な
勝
利
と
タ
タ
ル
ス
タ
ン
か
ら
三
〇
〇
名
も
の

ソ
連
邦
英
雄
が
誕
生
し
た
こ
と
を
祝
う
と
と
も
に
、
戦
場
か
ら
帰
還
で
き
ず
亡
く
な
っ
た
人
々
を
偲
ん
だ
。
そ
の
後
、
戦
争
博
物
館
を
訪
れ

視
察
し
、
記
念
碑
に
献
花
し
た
と
い
う51

）
。
ま
た
首
相
の
ル
ス
タ
ム
・
ミ
ン
ニ
カ
コ
フ
は
カ
ザ
ン
近
郊
に
位
置
す
る
ア
ル
ス
キ
ー
墓
地
を
訪
れ
、

戦
争
で
犠
牲
と
な
っ
た
人
々
へ
祈
り
を
捧
げ
る
な
ど52

）
、
共
和
国
首
脳
が
率
先
し
て
「
愛
国
」
ム
ー
ド
を
高
め
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
う

し
た
式
典
は
、
ニ
ジ
ネ
カ
ム
ス
ク
、
ア
リ
メ
チ
エ
フ
ス
ク
、
チ
ス
ト
ポ
リ
、
ゼ
レ
ノ
ド
リ
ス
ク
な
ど
の
地
方
で
も
開
催
さ
れ
、
祖
国
を
守
り

抜
い
た
退
役
軍
人
の
祖
国
愛
な
ら
び
に
英
雄
的
行
為
が
讃
え
ら
れ
た
。
同
日
付
の
『
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
』
紙
は
、
退
役
軍
人
と
一
般
市

民
が
触
れ
合
っ
た
り
、
彼
ら
が
記
念
碑
に
献
花
し
た
り
す
る
姿
を
収
め
た
写
真
を
掲
載
す
る
な
ど
、
全
共
和
国
的
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
報
じ
た53

）
。

こ
の
よ
う
に
、
戦
勝
記
念
日
は
共
和
国
全
体
で
祝
わ
れ
る
「
愛
国
的
祭
典
」
な
の
で
あ
る
。

翌
年
も
同
様
に
第
五
七
回
記
念
式
典
が
開
催
さ
れ
た
。
五
月
九
日
付
け
の
地
元
紙
に
は
シ
ャ
イ
ミ
エ
フ
の
祝
辞
が
掲
載
さ
れ
、
そ
の
最
後

で
「
生
活
や
平
和
が
誰
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
と
い
う
永
遠
の
記
憶
が
、
多﹅
民﹅
族﹅
か﹅
ら﹅
な﹅
る﹅
国﹅
民﹅
の
心
の
中
で
生
き
続
け
ま
す
よ
う

に54
）

」（
傍
点
引
用
者
）と
締
め
く
く
り
、
戦
勝
が
様
々
な
民
族
を
結
び
つ
け
る
精
神
的
紐
帯
で
あ
る
と
し
た
。
一
一
日
付
け
の
地
元
紙
は
、
九

日
の
式
典
に
参
加
し
た
退
役
軍
人
や
市
民
ら
が
笑
顔
で
談
笑
す
る
写
真
を
掲
載
し
、
共
和
国
全
土
が
愛
国
ム
ー
ド
で
あ
っ
た
と
報
じ
た55

）
。
こ

う
し
た
イ
ベ
ン
ト
は
そ
の
後
も
行
わ
れ
た
が
、
特
に
当
局
は
三
年
後
の
式
典
に
合
わ
せ
て
着
々
と
準
備
を
進
め
て
い
た56

）
。

と
い
う
の
も
、
二
〇
〇
五
年
は
戦
勝
六
五
周
年
記
念
の
年
で
あ
り
、
大
規
模
な
祝
祭
や
式
典
へ
の
参
加
を
通
じ
て
一
体
性
を
具
体
化
し
よ
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う
と
し
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
二
〇
〇
五
年
五
月
三
日
、
第
二
の
都
市
ナ
ー
ベ
レ
ジ
ヌ
イ
ェ
・
チ
ェ
ル
ヌ
イ
で
、
戦
争
の
惨
禍
で
亡
く
な
っ

た
地
元
民
の
名
を
刻
ん
だ
記
念
碑
の
除
幕
式
が
行
わ
れ
る
な
ど57

）
、
ロ
ー
カ
ル
な
場
で
も
準
備
が
整
え
ら
れ
始
め
た
。
こ
う
し
た
作
業
は
共
和

国
中
央
で
も
着
々
と
進
め
ら
れ
、
記
念
日
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
五
月
四
日
、
カ
ザ
ン
・
ク
レ
ム
リ
ン
内
に
新
た
に
建
設
さ
れ
た
大
祖

国
戦
争
記
念
博
物
館
の
開
所
式
が
行
わ
れ
、
シ
ャ
イ
ミ
エ
フ
の
他
、
文
化
相
ジ
ー
リ
ャ
・
ヴ
ァ
レ
レ
ヴ
ァ
、
青
年
問
題
担
当
相
マ
ラ
ー
ト
・

バ
リ
エ
フ
、
カ
ザ
ン
市
長
カ
ミ
リ
・
イ
ス
ハ
コ
フ
ら
が
参
加
し
た
。
博
物
館
に
は
個
人
の
遺
品
や
共
和
国
退
役
軍
人
会
な
ど
か
ら
寄
せ
ら
れ

た
品
々
が
展
示
さ
れ
て
お
り
、
シ
ャ
イ
ミ
エ
フ
は
「
こ
の
博
物
館
が
未
成
年
者
の
教
育
の
場
所
に
な
り
、
ま
た
祖
国
の
英
雄
的
歴
史
に
触
れ

る
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
語
り
、
そ
の
役
割
に
期
待
を
寄
せ
た58

）
。
こ
の
セ
レ
モ
ニ
ー
を
取
り
上
げ
た
地
元
紙
は
「
偉
業
、
献
身
、

栄
光
が
大
祖
国
戦
争
記
念
博
物
館
で
語
ら
れ
る
」
と
の
タ
イ
ト
ル
で
式
に
参
加
し
た
シ
ャ
イ
ミ
エ
フ
や
退
役
軍
人
ら
の
写
真
を
一
面
ト
ッ
プ

で
掲
載
し
、
父
祖
の
英
雄
的
行
為
を
模
範
的
規
範
と
し
て
内
面
化
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
た59

）
。

五
月
五
日
に
は
民
族
文
化
セ
ン
タ
ー
・
カ
ザ
ン
に
退
役
軍
人
や
議
会
関
係
者
が
集
っ
た
。
そ
の
内
の
一
人
フ
ァ
リ
ド
・
ム
ハ
メ
ト
シ
ン
は
、

「
勝
利
の
日
か
ら
す
で
に
六
〇
年
が
経
過
し
た
が
、
私
た
ち
は
こ
の
戦
争
が
い
か
に
辛
い
も
の
だ
っ
た
の
か
を
何
度
も
何
度
も
確
か
め
て
い

る
。
退
役
軍
人
の
方
々
は
、（
今
で
も
行
っ
て
い
る
が

）
現
在
の
世
代
に
戦
争
の
真
実
を
理
解
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
語
り
、
父
祖

の
行
為
を
英
雄
視
す
る
と
と
も
に
、
彼
ら
が
対
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
戦
勝
に
関
し
て
今
後
も
語
り
継
ぐ
必
要
性
を
強
調
し
激
励
し
た60

）
。
こ
の
よ

う
に
愛
国
ム
ー
ド
が
演
出
さ
れ
る
中
、
五
月
七
日
付
け
の
地
元
紙
に
戦
勝
六
〇
周
年
を
祝
う
シ
ャ
イ
ミ
エ
フ
の
祝
辞
が
掲
載
さ
れ
た
。

議
会
、
共
和
国
政
府
を
代
表
し
て
、
名
誉
あ
る
記
念
日
、
す
な
わ
ち
大
祖
国
戦
争
に
お
け
る
我﹅
﹅々

多﹅
民﹅
族﹅
の﹅
勝﹅
利﹅
六
〇
周
年
を
お
祝
い

申
し
上
げ
る
。
感
動
的
な
﹇
ユ
ー
リ
ー
﹈
レ
ヴ
ィ
タ
ン
の
声
が
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
降
伏
を
発
表
し
た
こ
の
記
憶
の
日61

）
か
ら
、
す
で
に

多
く
の
人
々
が
成
長
し
て
き
た
が
、
過
ぎ
去
っ
た
戦
争
の
記
憶
は
退
役
軍
人
か
ら
子
供
た
ち
ま
で
各
々
の
心
の
中
に
あ
る
。
…
…
一﹅
体﹅

的﹅
な﹅
国﹅
民﹅
で﹅
あ﹅
り﹅
、
一﹅
つ﹅
の﹅
国﹅
に﹅
住﹅
ん﹅
で﹅
い﹅
る﹅
私﹅
た﹅
ち﹅
は﹅
、
戦
争
時
下
の
全
て
の
重
荷
や
試
練
を
経
験
し
て
き
た62

）
（
傍
点
引
用
者
）。

こ
の
発
言
に
は
、
異
な
る
民
族
が
一
致
団
結
し
祖
国
を
守
り
抜
い
た
意
義
が
強
調
さ
れ
、
戦
勝
が
ロ
シ
ア
を
一
つ
に
束
ね
る
シ
ン
ボ
ル
で
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あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
理
解
は
シ
ャ
イ
ミ
エ
フ
の
戦
勝
に
対
す
る
見
解
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
各
国
の

リ
ー
ダ
ー
は
大
祖
国
戦
争
に
関
す
る
個
人
的
見
解
を
表
明
で
き
る
が
、「
反
ヒ
ト
ラ
ー
連
合
に
よ
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
病
（

）

に
対
す
る
闘
争
の
意
義
を
理
解
す
る
べ
き
」で
あ
り
、「
戦
勝
か
ら
六
〇
も
経
過
し
た
後
に
そ
の
結
果
を
歪
曲
す
る
試
み
は
不
道
徳
」と
し
た63

）
。

ま
た
、
タ
タ
ル
ス
タ
ン
議
会
の
祝
辞
の
中
で
も
「
い
つ
何
時
、
誰
も
戦
勝
の
歴
史
的
意
義
を
過
小
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
さ
れ
て

お
り
、
当
局
が
一
丸
と
な
っ
て
祖
国
に
尽
く
し
た
英
雄
の
記
憶
と
戦
勝
の
象
徴
性
を
強
調
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

五
月
九
日
の
戦
勝
記
念
日
に
首
都
カ
ザ
ン
で
開
催
さ
れ
た
式
典
に
は
シ
ャ
イ
ミ
エ
フ
や
閣
僚
、
退
役
軍
人
、
一
般
市
民
が
参
加
し
、
戦
勝

六
〇
周
年
が
祝
わ
れ
た
。
今
年
は
記
念
の
年
で
あ
り
、
多
く
の
人
々
が
動
員
さ
れ
、
ま
た
夜
に
は
花
火
が
打
ち
上
げ
ら
れ
る
な
ど
お
祭
り
ム
ー

ド
が
演
出
さ
れ
た
。
式
典
で
シ
ャ
イ
ミ
エ
フ
は
タ
タ
ー
ル
語
と
ロ
シ
ア
語
で
、
異
な
る
民
族
が
祖
国
防
衛
に
尽
く
し
、
こ
の
功
績
は
今
後
も

語
り
継
が
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
強
調
し
、
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

こ
の
勝
利
は
国
民
的
精
神
の
強
さ
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
軍
の
力
、
パ
ル
チ
ザ
ン
、
そ
し
て
多﹅
民﹅
族﹅
か﹅
ら﹅
な﹅
る﹅
国﹅
民﹅
の
後
方
勤
労
者
が

一
つ
に
な
り
も
た
ら
さ
れ
た
。
本
日
、
私
た
ち
は
祖
国
の
独
立
を
守
っ
た
人
々
の
勇
敢
さ
と
不
屈
さ
に
再
び
祈
り
を
さ
さ
げ
る
。
戦
勝

は
国
全
体
の
努
力
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
唯
一
タ
タ
ル
ス
タ
ン
は
七
万
を
超
え
る
青
少
年
ら
を
前
線
へ
派
遣
し
、
そ
の

内
の
半
数
が
交
戦
の
地
で
犠
牲
に
な
っ
た
。
二
万
人
以
上
も
の
同
郷
人
が
表
彰
さ
れ
、
そ
の
中
の
二
五
〇
名
が
ソ
連
邦
英
雄
と
し
て
表

彰
さ
れ
た64

）
（
傍
点
引
用
者
）。

記
念
祭
典
は
首
都
カ
ザ
ン
の
み
な
ら
ず
、
タ
タ
ル
ス
タ
ン
の
各
地
で
催
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
チ
ス
ト
ポ
リ
市
で
は
五
月
九
日
に
合
わ
せ
て

記
念
碑
の
修
復
が
行
わ
れ
、
当
日
に
公
開
さ
れ
た
。
ま
た
行
政
府
長
の
ヴ
ェ
チ
ェ
ス
ラ
フ
・
コ
ズ
ロ
フ
は
「
地
元
民
が
英
雄
に
な
っ
た
」
と

し
、
戦
勝
に
貢
献
し
た
人
々
の
功
績
を
讃
え
た
。
ア
リ
メ
チ
エ
フ
ス
ク
や
ナ
ー
ベ
レ
ジ
ヌ
イ
ェ
・
チ
ェ
ル
ヌ
イ
な
ど
で
も
式
典
が
開
催
さ
れ
、

戦
場
に
飛
び
立
ち
帰
還
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
地
元
民
を
追
悼
す
る
と
と
も
に
、英
雄
的
行
為
を
成
し
遂
げ
た
退
役
軍
人
ら
に
感
謝
を
捧
げ
、

祖
国
に
尽
く
す
意
識
を
模
範
と
し
て
継
承
し
て
い
く
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た65

）
。
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同
年
五
月
九
日
に
モ
ス
ク
ワ
の
「
赤
の
広
場
」
で
演
説
を
行
っ
た
プ
ー
チ
ン
は
、「
戦
勝
記
念
日
は
、
我
が
国
に
お
い
て
最
も
親
し
み
が
あ

あ
り
、
最
も
誠
実
で
そ
し
て
全﹅
国﹅
民﹅
的﹅
な﹅
祝﹅
日﹅
」（
傍
点
引
用
者
）
で
あ
り
、「
こ
の
日
は
我
々
の
心
を
、
誇
り
、
哀
悼
、
同
情
、
高
潔
さ
と

い
っ
た
感
情
で
満
た
す66

）
」と
述
べ
て
お
り
、
戦
勝
に
対
す
る
中
央
と
民
族
共
和
国
の
認
識
が
一
致
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、

戦
勝
記
念
は
全
ロ
シ
ア
的
祭
典
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
は
、
連
邦
中
央
と
民
族
共
和
国
タ
タ
ル
ス
タ
ン
の
「
愛
国
」
が
共
鳴
し
て
い
た
点
を
、
主
に
行
政
当
局
の
動
き
を
見
て
い
き
な

が
ら
検
討
し
て
き
た
。
以
下
で
は
、
こ
の
点
を
よ
り
積
極
的
に
傍
証
す
る
た
め
、
タ
タ
ル
ス
タ
ン
市
民
の
投
書
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
を
素

材
と
し
て
、
彼
ら
の
戦
勝
に
対
す
る
意
識
を
浮
き
彫
り
に
し
た
い
。

（
二
）
市
民
の
意
識
｜
｜
戦
勝
記
念
、
退
役
軍
人
、「
愛
国
心
」

二
〇
〇
一
年
に
行
わ
れ
た
あ
る
社
会
学
的
調
査
に
よ
れ
ば
、
七
六
％
も
の
回
答
者
が
「
戦
勝
の
決
定
的
要
因
と
な
っ
た
の
は
ソ
ヴ
ィ
エ
ト

人
民
の
愛
国
心67

）
」
と
し
て
お
り
、「
愛
国
」
が
そ
の
駆
動
力
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
父
祖
の
英
雄
的
行
為
を
誇
る
意
識
は
、
も

ち
ろ
ん
タ
タ
ル
ス
タ
ン
の
一
般
市
民
に
も
共
有
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
地
元
紙
に
掲
載
さ
れ
た
一
〇
年
生
マ
リ
ー
ナ
・
ス
テ
パ
ノ
ヴ
ァ
の

投
書
は
そ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

私
の
祖
母
、
フ
ァ
イ
ナ
・
ス
テ
パ
ノ
ヴ
ァ
は
八
〇
歳
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
祖
母
は
素
晴
ら
し
い
時
代
と
共
に
、
そ
の
世
代
の
人
達
と

同
じ
よ
う
に
困
難
な
時
代
を
経
験
し
て
き
た
。
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
地
区
で
七
年
生
を
終
了
し
た
後
、
祖
母
は
コ
ル
ホ
ー
ズ
で
働
い
た
。

大
祖
国
戦
争
の
開
始
に
よ
り
、
祖
母
は
赤
軍
の
兵
士
の
一
人
と
し
て
召
集
さ
れ
、
短
期
間
の
訓
練
の
後
、
対
空
部
隊
の
高
射
砲
撃
隊

（

）
に
派
遣
さ
れ
た
。
祖
母
は
モ
ス
ク
ワ
や
ゴ
リ
キ
ー
に
接
近
を
試
み
た
敵
軍
の
飛
行
機
か
ら
空
を
守

り
抜
い
た
。
一
九
四
五
年
に
は
部
隊
が
極
東
に
移
送
さ
れ
た
。
日
本
の
降
伏
後
、
祖
母
は
復
員
し
帰
郷
し
た
。
一
九
四
六
年
の
秋
に
ミ

ハ
イ
ル
・
ア
ン
ド
レ
ー
ヴ
ィ
チ
・
ス
テ
パ
ノ
フ
が
休
暇
で
こ
こ
を
訪
れ
た
。
私
の
将
来
の
祖
父
だ
。
…
…
﹇
私
の
祖
母
﹈
フ
ァ
イ
ナ
・

ス
テ
パ
ノ
ヴ
ァ
は
、
祖
国
戦
争
二
等
勲
章
な
ど
受
賞
し
た
。
…
…
こ
ん
な
祖
母
を
尊
敬
せ
ず
に
い
ら
れ
る
だ
ろ
う
か68

）
。
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経
済
経
営
法
大
学
ア
リ
メ
チ
エ
フ
ス
ク
校
の
あ
る
女
子
学
生
は
、
エ
ッ
セ
イ
で
祖
父
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
彼
女
の

祖
父
イ
ヴ
ァ
ン
・
ア
キ
ム
ィ
シ
ェ
フ
は
一
九
四
一
年
三
月
に
カ
ザ
ン
戦
車
訓
練
所
に
入
所
す
る
も
、
そ
の
三
ヶ
月
後
に
戦
争
が
始
ま
っ
た
た

め
戦
車
小
隊
の
指
揮
官
と
し
て
ス
タ
ー
リ
ン
グ
ラ
ー
ド
に
派
遣
さ
れ
る69

）
。
激
し
さ
を
増
す
当
地
で
の
戦
い
で
彼
女
の
祖
父
は
負
傷
し
な
が
ら

も
、
懸
命
に
戦
い
ド
イ
ツ
軍
の
戦
車
を
撃
退
し
た
と
い
う
。
彼
女
は
、「
祖
父
は
全
て
の
英
雄
の
た
め
に
残
り
、
祖
父
の
永
遠
の
栄
光
を
忘
れ

は
し
な
い
」
と
讃
え
た
上
で70

）
、
エ
ッ
セ
イ
の
最
後
を
次
の
よ
う
に
綴
っ
て
い
る
。

退
役
軍
人
は
後
ろ
で
は
な
く
前
を
見
続
け
た
。
祖
国
が
再
び
偉
大
で
自
由
な
も
の
に
な
り
、
自
身
の
翼
を
広
げ
、
平
和
な
窓
へ
暖
か
い

光
が
差
し
込
み
、
ま
た
子
供
た
ち
の
笑
い
声
が
聞
こ
え
る
よ
う
に
前
に
進
み
続
け
た
。
戦
争
の
悲
惨
な
炎
は
彼
ら
の
運
命
を
焦
が
し
た

も
の
の
、
公
正
独
立
の
た
め
の
闘
争
心
ま
で
を
奪
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
私
た
ち
の
人
生
を
照
ら
し
、
真
の
祖
国
愛
や
自

由
へ
の
愛
着
を
教
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
深
く
感
謝
し
た
い
。
彼
ら
は
私
た
ち
の
記
憶
の
中
に
永
遠
に
残
り
続
け
る71

）
。

同
大
学
の
他
の
女
子
学
生
も
エ
ッ
セ
イ
を
記
し
て
い
る
。
彼
女
の
祖
父
ガ
ラ
イ
・
ナ
ス
ィ
ブ
リ
ン
は
一
九
二
八
年
九
月
一
三
日
タ
タ
ル
ス

タ
ン
の
ザ
イ
ン
ス
ク
地
区
で
生
ま
れ
る
。
家
族
は
父
、
母
そ
し
て
五
人
兄
妹
で
あ
っ
た
。
小
学
校
で
学
ん
で
い
た
も
の
の
、
つ
い
に
戦
争
が

始
ま
る
。
当
初
、
住
民
は
戦
争
開
始
を
信
用
で
き
ず
、「
ど
う
し
て
戦
争
が
始
ま
っ
た
の
か
、
何
が
原
因
な
の
か
」と
困
惑
し
て
い
た
と
い
う72

）
。

し
か
し
、
六
月
二
三
日
に
は
男
た
ち
が
戦
場
に
駆
り
出
さ
れ
、
彼
女
の
祖
父
も
コ
ル
ホ
ー
ズ
で
働
く
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
、
と
に
か

く
激
務
で
「
休
む
時
間
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
」
と
い
う73

）
。
そ
し
て
彼
女
は
エ
ッ
セ
イ
の
最
後
で
「
こ
の
地
獄
を
過
ご
し
て
き
た
人
々
は
、

ロ
シ
ア
の
英
雄
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
し
、
そ
の
上
で
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
っ
て
い
る
｜
｜「
生
き
永
ら
え
た
退
役
軍
人
あ
る
い

は
亡
く
な
っ
た
退
役
軍
人
の
方
々
は
、
英
雄
だ
。
た
と
え
死
ん
だ
と
し
て
、
彼
ら
は
祖
国
を
守
る
こ
と
で
亡
く
な
っ
て
い
っ
た
。
本
当
の
愛

国
者
だ
。
全
て
の
犠
牲
者
は
無
駄
で
は
な
い
。
私
た
ち
を
勝
利
へ
と
導
い
た
の
だ
か
ら74

）
」。

二
〇
〇
五
年
四
月
二
九
日
付
け
の
地
元
紙
は
、
開
戦
当
時
六
歳
で
あ
っ
た
ニ
ー
ナ
・
ク
ロ
チ
コ
ヴ
ァ
の
戦
争
体
験
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
、
彼
女
は
一
九
四
三
年
か
ら
学
び
始
め
、「
教
室
は
薪
で
温
め
た
が
、
春
ま
で
持
た
せ
る
た
め
節
約
し
、
そ
の
結
果
教
室
は
寒
か
っ
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た
」
と
い
う
。
ま
た
学
習
教
材
も
不
十
分
で
、「
古
新
聞
に
メ
モ
を
取
り
、
イ
ン
ク
の
代
わ
り
に
水
で
薄
め
た
煤
を
使
っ
て
い
た
」
と
も
語
っ

て
い
る
。
食
事
は
「
皿
半
分
の
量
の
カ
ー
シ
ャ
で
、
戦
時
中
は
パ
ン
を
一
度
も
見
な
か
っ
た
」
と
飢
え
と
寒
さ
で
苦
し
ん
だ
当
時
を
回
顧
し

て
い
る
。
そ
し
て
彼
女
は
「
私
た
ち
未
成
年
者
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
人
生
に
お
け
る
厳
し
い
学
校
だ
っ
た
」
と
し
て
い
る75

）
。
記
事
に
は
彼
女

の
実
体
験
が
淡
々
と
綴
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
戦
争
を
知
ら
な
い
世
代
に
当
時
の
凄
ま
じ
さ
を
伝
え
、
そ
う
し
た
環
境
に
置
か
れ
な
が
ら

も
祖
国
に
尽
く
し
た
功
績
を
讃
え
て
い
る76

）
。
こ
の
よ
う
に
、
五
月
九
日
は
タ
タ
ル
ス
タ
ン
の
人
々
に
と
っ
て
も
神
聖
な
日
で
あ
り
、
こ
の
日

を
迎
え
る
た
び
に
人
々
は
追
悼
施
設
を
訪
れ
、
戦
没
者
に
思
い
を
馳
せ
る
の
で
あ
る
。

（
三
）
共
鳴
す
る
理
念

一
見
す
る
と
連
邦
中
央
の
「
愛
国
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
倣
い
、
戦
勝
記
念
行
事
が
タ
タ
ル
ス
タ
ン
で
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
実
際
に
は
、

共
和
国
で
の
祝
祭
は
異
な
る
民
族
の
連
帯
を
強
化
し
、
多
民
族
国
家
ロ
シ
ア
を
ま
と
め
る
共
和
国
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
が
存
在
し
て
い
た
。

シ
ャ
イ
ミ
エ
フ
大
統
領
や
地
方
関
係
者
の
発
言
な
ど
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
モ
ス
ク
ワ
の
指
令
に
よ
っ
て
祭
典
が
執
り
行
わ
れ
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
大
祖
国
戦
争
の
記
憶
を
風
化
さ
せ
ま
い
と
す
る
タ
タ
ル
ス
タ
ン
側
の
演
出
で
も
あ
り
、
祭
典
は
全
共
和
国
的

イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
大
戦
の
記
憶
は
同
地
で
も
「
愛
国
」
の
重
要
な
礎
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
両
者
の
政
策
は
、
統
合
を
促
す
接
着
材
と

し
て
戦
勝
を
利
用
し
、
ロ
シ
ア
へ
の
忠
誠
心
を
鼓
舞
す
る
と
い
う
同
一
の
目
的
を
そ
れ
ぞ
れ
内
包
し
て
い
た
。
あ
る
社
会
学
的
調
査
に
よ
れ

ば
、
ロ
シ
ア
人
・
タ
タ
ー
ル
人
と
も
に
戦
勝
と
い
う
歴
史
的
記
憶
が
両
民
族
を
束
ね
て
い
る
と
回
答
し
て
お
り77

）
、
戦
勝
は
「
ロ
シ
ア
国
民
（
ロ

シ
ヤ
ー
ニ
ン
）」
意
識
形
成
に
寄
与
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
ア
ン
ト
ニ
ー
・
ス
ミ
ス
が
「
死
者
の
栄
光
」
と
指
摘
し
た
よ
う
に78

）
、
戦
勝
は
ロ

シ
ア
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
核
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る79

）
。

と
は
い
う
も
の
の
、
ソ
連
崩
壊
後
に
タ
タ
ー
ル
意
識
が
高
揚
し
た
事
実
を
念
頭
に
置
け
ば
、
民
族
関
係
は
右
の
ご
と
く
単
純
な
も
の
で
は

な
い
。
す
な
わ
ち
、
民
族
意
識
の
高
ま
り
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
共
和
国
で
は
タ
タ
ー
ル
民
族
の
利
益
を
前
面
に
押
し
出
し
た
政
策
が
策

定
施
行
さ
れ
た
ケ
ー
ス
が
あ
り
、
民
族
共
和
国
の
利
益
と
プ
ー
チ
ン
の
「
愛
国
」
が
衝
突
し
、
両
者
間
で
政
策
を
め
ぐ
る
反
応
・
対
応
の
複

雑
な
交
錯
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
改
め
て
「
愛
国
主
義
」
政
策
を
め
ぐ
る
両
者
の
関
係
性
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
三
節

民
族
文
化
伝
統
の
教
育
｜
｜
タ
タ
ー
ル
意
識
と
国
家
統
一
の
狭
間
で

第
一
項

ラ
テ
ン
文
字
復
活
法
」
の
採
択

一
九
九
三
年
に
採
択
さ
れ
た
ロ
シ
ア
連
邦
憲
法
は
「
母
語
の
使
用
権
」「
言
語
の
自
由
選
択
権
」（
第
二
六
条
）
な
ど
言
語
権
を
明
記
し
て

い
る
。
ま
た
憲
法
は
「
国
家
語
は
ロ
シ
ア
語
」
だ
と
規
定
す
る
一
方
で
（
第
六
八
条
一
項
）、
各
共
和
国
の
言
語
制
定
権
（
第
二
項
）
や
諸
民

族
の
母
語
の
権
利
を
も
保
障
し
て
い
る
（
第
三
項80

）
）。

こ
う
し
た
大
前
提
の
下
、
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
は
タ
タ
ー
ル
語
の
ラ
テ
ン
文
字
化
に
乗
り
出
し
、
一
九
九
九
年
九
月
一
五
日
に
「
ラ
テ

ン
文
字
を
基
に
し
た
タ
タ
ー
ル
・
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
復
活
法
（

）」

を
採
択
し
た
（
以
下
、「
ラ
テ
ン
文
字
復
活
法
」
と
す
る
）。「
復
活
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
一
九
二
七
年
に
ラ
テ
ン
文
字
化
が
決
定
さ
れ
て

い
た
か
ら
で
あ
る81

）
。
同
法
に
よ
れ
ば
、
ラ
テ
ン
文
字
を
基
に
し
た
タ
タ
ー
ル
語
表
記
を
復
活
さ
せ（
第
一
条
）、
二
〇
〇
一
年
九
月
一
日
よ
り

施
行
さ
れ
る
が（
第
五
条
）、二
〇
一
一
年
九
月
一
一
日
ま
で
は
ラ
テ
ン
文
字
と
キ
リ
ル
文
字
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が
併
用
さ
れ
る（
第
三
条82

）
）。

同
法
採
択
後
ラ
テ
ン
文
字
化
は
次
第
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
全
国
的
な
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
認
識
さ
れ
始
め
た
。
例
え
ば
、『
コ
メ
ル
サ
ン

ト
』
紙
は
「
タ
タ
ー
ル
は
ラ
テ
ン
文
字
へ
移
行
」
と
題
し
て
共
和
国
に
お
け
る
文
字
の
歴
史
や
同
法
採
択
に
よ
る
様
々
な
反
響
を
紹
介
し
て

い
る
。
記
事
に
よ
れ
ば
、
あ
る
反
対
派
は
「
ア
ラ
ブ
文
字
を
拒
否
し
た
こ
と
で
、
私
た
ち
は
過
去
千
年
の
文
化
的
遺
産
を
失
っ
た
。
ラ
テ
ン

文
字
へ
の
移
行
で
私
た
ち
は
今
世
紀
の
遺
産
を
失
い
か
ね
な
い
」
と
否
定
的
で
あ
っ
た
。
他
方
で
賛
成
派
は
、
ラ
テ
ン
文
字
の
採
択
は
世
界

的
な
文
化
、
と
り
わ
け
チ
ュ
ル
ク
文
化
圏
と
の
接
触
に
と
っ
て
む
し
ろ
好
都
合
だ
と
し
、
法
案
採
択
を
歓
迎
し
て
い
た83

）
。
様
々
な
意
見
が
表

明
さ
れ
る
中
、『
コ
メ
ル
サ
ン
ト
』
紙
は
タ
タ
ル
ス
タ
ン
の
祝
日
「
共
和
国
の
日
」
を
取
り
上
げ
、
次
の
記
念
日
に
は
「
過
去
に
キ
リ
ル
文
字

で
書
か
れ
た
タ
タ
ー
ル
の
言
葉
は
忘
れ
去
ら
れ
る
だ
ろ
う
」
と
評
し
、
同
国
で
進
む
ラ
テ
ン
文
字
化
を
危
惧
し
て
い
た84

）
。

こ
れ
ら
の
動
き
に
警
戒
感
を
示
し
た
連
邦
議
員
も
お
り
、「
ラ
テ
ン
文
字
復
活
法
」は
連
邦
議
会
で
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
地
元
紙

『
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
』
は
議
会
で
の
や
り
取
り
を
レ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
二
月
一
四
日
、
共
産
党
会
派
の
ア
ナ
ト
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リ
ー
・
チ
ェ
ホ
エ
フ
（

.
.

）
議
員
は
「
こ
の
状
況
は
ロ
シ
ア
の
国
家
安
全
保
障
へ
の
脅
威
」
だ
と
述
べ
、
タ
タ
ル
ス
タ
ン
で
進
め

ら
れ
て
い
る
ラ
テ
ン
文
字
化
を
議
論
す
べ
き
だ
と
訴
え
た
。
多
く
の
議
員
は
こ
の
提
案
を
議
題
に
載
せ
る
こ
と
に
否
定
的
で
あ
っ
た
が
、
共

産
党
や
ヤ
ブ
ロ
コ
と
い
っ
た
政
党
の
議
員
ら
の
賛
成
で
審
議
継
続
に
な
っ
た
と
い
う
。
同
紙
は
「
タ
タ
ル
ス
タ
ン
に
お
け
る
ラ
テ
ン
文
字
は

ロ
シ
ア
の
安
全
保
障
の
脅
威
な
の
か

」
と
の
見
出
し
で
、
チ
ェ
ホ
エ
フ
議
員
の
提
案
に
懐
疑
的
で
あ
っ
た85

）
。

ラ
テ
ン
文
字
化
が
急
速
に
進
み
つ
つ
あ
る
中
で
、
共
和
国
大
統
領
シ
ャ
イ
ミ
エ
フ
は
施
行
直
前
に
な
り
「
ラ
テ
ン
文
字
へ
の
移
行
は
慎
重

に
」
と
発
言
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
九
月
一
日
の
施
行
に
は
間
に
合
わ
ず
、
試
験
的
に
い
く
つ
か
の
学
校
で
導
入
し
、
ま
た
ラ
テ
ン
文
字
を

導
入
な
い
し
検
討
し
て
い
る
Ｃ
Ｉ
Ｓ
諸
国
で
の
経
験
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
と
し86

）
、
直
前
に
ト
ー
ン
ダ
ウ
ン
し
た
か
に
思
え
る
。
と
も
か

く
、
二
〇
〇
一
年
度
の
予
算
に
は
、「
ラ
テ
ン
文
字
復
活
法
」
実
現
に
向
け
て
二
六
五
三
万
一
〇
〇
〇
ル
ー
ブ
ル
が
計
上
さ
れ
た87

）
。

全
国
紙
『
コ
メ
ル
サ
ン
ト
』
は
こ
う
し
た
動
き
に
反
対
す
る
タ
タ
ー
ル
人
の
公
開
書
簡
を
紹
介
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
書
簡
の
執
筆
者

は
「
再
び
伝
統
を
破
壊
し
て
い
る
」
と
し
、
共
和
国
政
府
の
試
み
に
は
否
定
的
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
同
紙
は
、「
タ
タ
ル
ス
タ
ン
で
は
六

〇
年
以
上
も
キ
リ
ル
文
字
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
タ
タ
ー
ル
語
の
書
き
方
や
発
音
と
調
和
し
て
い
る
」「
タ
タ
ー
ル
語
の
ラ
テ
ン
文
字
化
は
否

定
的
な
結
果
を
も
た
ら
す
」
と
の
意
見
を
紹
介
し
、「
タ
タ
ー
ル
人
は
キ
リ
ル
文
字
で
書
く
こ
と
を
欲
し
て
い
る
」
と
し
て
い
る88

）
。

こ
れ
ら
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
意
見
に
対
し
て
、
タ
タ
ル
ス
タ
ン
の
議
会
関
係
者
は
反
論
を
試
み
た
。
例
え
ば
、
科
学
・
教
育
・
文
化
・
民
族
問

題
に
関
す
る
委
員
会
議
長
ラ
ジ
ー
リ
・
ヴ
ァ
レ
エ
フ
（

.
.

）
は
、「
私
た
ち
は
挙
げ
た
手
を
下
ろ
す
必
要
は
な
い
。
…
…
タ
タ
ー
ル

人
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
キ
リ
ル
文
字
変
更
後
も
ラ
テ
ン
文
字
を
用
い
て
き
た
」と
述
べ
、
連
邦
中
央
と
敵
対
す
る
つ
も
り
は
な
い
も
の
の
、

ラ
テ
ン
文
字
化
へ
の
動
き
は
止
め
な
い
と
し
た89

）
。
ま
た
、
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
一
七
日
、
同
委
員
会
で
「
ラ
テ
ン
文
字
復
活
法
」
が
議
題
と

な
っ
た
際
、
あ
る
参
加
者
は
「
多
く
の
政
治
的
画
策
が
存
在
し
て
い
る
」
と
し
、
不
快
感
を
露
わ
に
し
た
。
こ
の
発
言
を
取
り
上
げ
た
地
元

紙
『
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
』
は
「
問
題
が
過
度
に
政
治
化
さ
れ
て
い
る
」
と
し
地
元
当
局
に
同
情
的
で
あ
っ
た90

）
。
こ
の
よ
う
に
様
々
な
意

見
や
反
応
が
表
明
さ
れ
な
が
ら
も
、
共
和
国
で
は
シ
ャ
イ
ミ
エ
フ
の
発
言
に
倣
い
ラ
テ
ン
文
字
化
へ
の
実
験
的
試
み
が
な
さ
れ
て
い
た
。
文

化
委
員
の
ミ
ヌ
リ
ン
に
よ
れ
ば
、
地
元
の
出
版
社
「
マ
ガ
リ
フ
（

）」
か
ら
五
冊
の
教
科
書
、
二
冊
の
正
書
法
辞
典
が
刊
行
さ
れ
た

と
い
う
。
ま
た
、
文
字
変
更
へ
の
反
応
を
探
る
目
的
で
千
名
以
上
の
生
徒
や
七
〇
名
ほ
ど
の
教
師
が
協
力
し
て
い
た
と
さ
れ
る91

）
。
し
か
し
ラ
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テ
ン
文
字
化
の
試
み
は
、
次
第
に
ロ
シ
ア
全
土
を
巻
き
込
む
問
題
へ
と
発
展
し
、
新
た
な
法
整
備
を
促
す
要
因
と
な
っ
た
。
そ
れ
が
、
キ
リ

ル
文
字
使
用
を
義
務
付
け
た
改
正
言
語
法
の
採
択
に
向
け
た
動
き
で
あ
る
。

第
二
項

連
邦
政
府
に
よ
る
言
語
法
の
改
正
｜
｜
ロ
シ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
発
露
か

ラ
テ
ン
文
字
化
に
歯
止
め
を
か
け
る
べ
く
、
数
十
人
の
下
院
議
員
は
「
ロ
シ
ア
連
邦
の
諸
民
族
の
言
語
に
関
す
る
連
邦
法92

）
」
の
改
正
に
乗

り
出
し
、
キ
リ
ル
文
字
の
使
用
を
義
務
付
け
る
「『
ロ
シ
ア
連
邦
の
諸
民
族
の
言
語
に
関
す
る
連
邦
法
』
の
第
三
条
へ
の
追
加
法
（

）」（
以
下
、「
改
正
言
語
法
」
と

略
記
す
る
）
を
提
出
し
た93

）
。
二
〇
〇
二
年
六
月
に
は
下
院
の
第
一
読
会
で
審
議
さ
れ
、
法
案
提
出
者
の
カ
ア
デ
ィ
ル＝

オ
オ
ル
・
ビ
チ
ェ
ル

ジ
ェ
イ
（

）
議
員
は
「
言
語
や
言
語
政
策
は
国
家
や
社
会
政
策
に
お
い
て
重
要
な
一
部
」
と
し
、
そ
の
上
で
改
正
言

語
法
の
意
義
や
目
的
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

我
々
の
法
案
は
、
キ
リ
ル
文
字
を
基
礎
と
す
る
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
諸
国
家
語
に
よ
っ
て
文
字
使
用
に
関
す
る
ロ
シ
ア
の
現
状
を
強
化

す
る
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
の
法
案
は
共
和
国
に
他
の
言
語
体
系
や
文
語
的
基
礎
へ
の
移
行
を
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
い
。
…
…
連
邦

法
は
、
何﹅
ら﹅
か﹅
の﹅
国﹅
家﹅
語﹅
の﹅
書﹅
体﹅
へ﹅
の﹅
完﹅
全﹅
な﹅
る﹅
変﹅
更﹅
が﹅
な﹅
さ﹅
れ﹅
る﹅
場﹅
合﹅
の﹅
み﹅
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
仮
に
キ
リ
ル
文
字
か
ら
ラ
テ

ン
文
字
、
中
国
語
、
ア
ラ
ブ
文
字
、
古
代
モ
ン
ゴ
ル
文
字
な
ど
へ
の
移
行
に
関
す
る
問
題
が
生
じ
た
際
な
ど
で
あ
る94

）
（
傍
点
引
用
者
）。

ビ
チ
ェ
ル
ジ
ェ
イ
議
員
は
、
共
和
国
が
他
言
語
へ
の
文
字
変
更
を
可
能
と
し
な
が
ら
も
、
完
全
な
る
変
更
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
、
タ
タ

ル
ス
タ
ン
の
動
き
を
暗
に
牽
制
し
た
。
次
に
発
言
し
た
フ
ァ
ン
ダ
ス
・
サ
フ
ィ
ウ
リ
ン
（

）
議
員
は
、
言
語
は
そ
れ
を
用

い
る
民
族
や
人
々
の
当
然
の
権
利
だ
と
説
明
し
、
自
身
の
法
案
を
紹
介
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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私
の
法
案
は
そ
の
よ
う
な
避
け
ら
れ
な
い
反
応
で
あ
る
。「
ロ
シ
ア
連
邦
に
お
い
て
、
ロ
シ
ア
連
邦
内
の
諸
民
族
の
全
言
語
に
は
、
言
語

を
用
い
る
各
民
族
の
自
由
意
思
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
使
用
す
る
。
ロ
シ
ア
連
邦
の
全
権
力
機
関
は
、
ロ
シ
ア
連
邦

の
全
民
族
に
母
語
の
保
護
、
研
究
、
発
展
の
た
め
の
条
件
を
整
備
す
る
こ
と
を
保
障
す
る
」。
…
…
ビ
チ
ェ
ル
ジ
ェ
イ
議
員
の
法
案
と
異

な
り
、
私
の
法
案
は
ロ
シ
ア
連
邦
憲
法
の
全
規
範
、
一
般
に
認
め
ら
れ
た
原
則
、
国
際
規
範
と
合
致
し
て
い
る95

）
。

そ
の
後
の
質
疑
応
答
で
は
、
両
者
に
矢
継
ぎ
早
に
質
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
た
。
改
正
言
語
法
が
廃
案
と
な
っ
た
場
合
の
不
利
益
を
問
わ
れ

た
際
、
ビ
チ
ェ
ル
ジ
ェ
イ
議
員
は
「
法
案
は
ロ
シ
ア
連
邦
の
統
一
的
な
教
育
文
化
的
、
政
治
法
的
空
間
を
高
め
、
ま
た
保
持
す
る
こ
と
を
可

能
に
す
る96

）
」
と
国
家
の
一
体
性
を
強
調
し
た
。
次
に
発
言
し
た
ア
ン
ド
レ
イ
・
ロ
ギ
ノ
フ
（

）
議
員
は
、「
何
ら
か
の
文
字

体
系
の
使
用
は
、
あ
る
種
の
社
会
契
約
の
特
質
で
あ
る
。
仮
に
各
人
が
文
字
を
発
案
し
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
国﹅
家﹅
や﹅
社﹅
会﹅
全﹅
体﹅
に﹅
お﹅
け﹅
る﹅

完﹅
全﹅
な﹅
る﹅
カ﹅
オ﹅
ス﹅
の﹅
原﹅
因﹅
と﹅
な﹅
る﹅
（

）。
そ
れ
ゆ
え
、
基
礎
と
し
て
の
文
字
体
系
や
言
語
の
書
体
は
、
法
規
制
が
必
要
と
さ

れ
る
公
共
物
な
の
で
あ
る
」（
傍
点
引
用
者
）
と
述
べ
、
法
案
採
択
を
支
持
し
た97

）
。

こ
の
よ
う
に
賛
否
両
論
あ
る
も
の
の
、
そ
の
後
の
採
決
で
改
正
言
語
法
は
賛
成
多
数
で
第
一
読
会
を
通
過
し
た
。
翌
日
の
全
国
紙
は
「
国

家
会
議
、
キ
リ
ル
文
字
を
基
礎
と
し
て
採
択
」
と
し
、
ロ
ギ
ノ
フ
議
員
の
「
カ
オ
ス
発
言
」
が
法
案
の
運
命
を
左
右
し
た
と
し
た98

）
。
一
一
月

一
五
日
に
は
第
二
読
会
で
再
度
審
議
さ
れ
た
が
問
題
無
し
と
さ
れ99

）
、
最
終
的
に
は
賛
成
多
数
（
三
三
六
、
反
対
一
五
）
で
改
正
法
案
は
可
決

さ
れ
た100

）
。『
コ
メ
ル
サ
ン
ト
』
は
「
下
院
は
ラ
テ
ン
文
字
を
禁
じ
る
」
と
の
タ
イ
ト
ル
で
法
案
採
択
を
報
じ
た101

）
。
地
元
紙
も
同
様
に
「
下
院
、

ラ
テ
ン
文
字
を
退
け
る
」
と
の
見
出
し
で
取
り
上
げ
た
が
、
主
に
法
案
反
対
を
貫
い
た
サ
フ
ィ
ウ
リ
ン
議
員
の
「
憲
法
違
反
」
発
言
を
紹
介

し
、
全
国
紙
と
は
異
な
る
ト
ー
ン
で
あ
っ
た102

）
。
と
も
か
く
法
案
は
下
院
を
通
過
し
、
上
院
で
審
議
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一
一
月
二
七
日
、
上
院
は
賛
成
多
数
で
改
正
言
語
法
を
採
択
し
た103

）
。
タ
タ
ル
ス
タ
ン
選
出
の
議
員
ラ
フ
ガ
ト
・
ア
ル
ト
ィ
ン
バ
エ
フ（

）
は
、「
法
案
は
、
国
家
語
の
制
定
権
を
共
和
国
に
認
め
た
ロ
シ
ア
連
邦
憲
法
第
六
八
条
に
違
反
し
て
い
る
」
と
し
た
。
他
方
、
賛

成
票
を
投
じ
た
ウ
ド
ム
ル
ト
選
出
の
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
シ
ュ
デ
ゴ
フ
（

）
は
「
仮
に
今
、
あ
る
共
和
国
の
ラ
テ
ン
文
字
化
を
認

め
た
場
合
、
次
は
『
中
国
語
』
に
な
り
か
ね
な
い
」
と
皮
肉
交
じ
り
に
答
え
た
。
ま
た
北
オ
セ
チ
ア
選
出
の
ヴ
ァ
レ
リ
ー
・
カ
ド
ホ
フ
（
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）は
、「
タ
タ
ル
ス
タ
ン
が
連
邦
の
一
部
で
あ
る
な
ら
ば
、
共
和
国
の
統
一
的
な
国
家
語
は
ロ
シ
ア
語
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と

え
共
和
国
で
タ
タ
ー
ル
人
が
四
八
％
で
あ
っ
て
も
」
と
自
身
の
考
え
を
示
し
、
タ
タ
ル
ス
タ
ン
が
ロ
シ
ア
を
構
成
す
る
一
地
方
に
過
ぎ
な
い

と
し
た104

）
。
地
元
紙
『
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
』
は
「
上
院
、
キ
リ
ル
文
字
を
承
認
」
と
題
し
て
法
案
可
決
を
取
り
上
げ
た
が
、
主
に
反
対
票

を
投
じ
た
議
員
の
「
違
憲
」
発
言
を
紹
介
し
、
上
院
の
決
定
に
批
判
的
で
あ
っ
た105

）
。

こ
う
し
た
反
対
意
見
は
タ
タ
ル
ス
タ
ン
議
会
で
も
見
ら
れ
た
。
一
一
月
二
八
日
の
定
例
会
議
の
場
で
、
ラ
ジ
ー
リ
・
ヴ
ァ
レ
エ
フ
は
改
正

法
案
を
「
反
憲
法
的
法
律
」
と
断
罪
し
た
。
シ
ャ
イ
ミ
エ
フ
も
「
現
在
の
状
況
は
自
民
族
の
言
葉
を
有
す
る
民
族
共
和
国
の
み
に
関
係
し
て

い
る
」
と
述
べ
、
文
字
改
革
の
正
統
性
を
ア
ピ
ー
ル
し
理
解
を
求
め
た
。
こ
う
し
た
動
き
に
対
し
て
『
コ
メ
ル
サ
ン
ト
』
紙
は
、「
タ
タ
ル
ス

タ
ン
当
局
は
ロ
シ
ア
正
教
や
キ
リ
ル
文
字
に
反
対
し
て
い
る
」
と
し106

）
、
民
族
対
立
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
報
道
で
あ
っ
た
。
翌
日
に
は
シ
ャ

イ
ミ
エ
フ
発
言
を
受
け
、
議
会
は
プ
ー
チ
ン
大
統
領
宛
て
の
文
書
を
採
択
し
た107

）
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
言
語
制
定
の
問
題
は
共
和
国
の
管
轄
事

項
で
あ
り
、
改
正
言
語
法
の
採
択
は
「
連
邦
構
成
主
体
の
管
轄
事
項
へ
の
干
渉
」
だ
と
し
、
憲
法
違
反
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た

議
員
ら
は
、
同
法
が
「
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
」「
地
方
言
語
・
少
数
言
語
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
章
」「
少
数
民

族
保
護
枠
組
条
約
」
と
い
っ
た
国
際
条
約
に
違
反
し
て
い
る
と
し
、
大
統
領
へ
署
名
拒
否
を
具
申
し
た108

）
。
こ
う
し
た
動
き
に
触
発
さ
れ
、
世

界
タ
タ
ー
ル
人
会
議
も
「
諸
民
族
に
と
っ
て
不
可
欠
の
権
利
が
奪
わ
れ
る
新
た
な
状
況
を
生
み
出
」
し
、
こ
の
よ
う
な
決
定
は
「
歴
史
上
先

例
の
な
い
も
の
」
と
す
る
公
開
書
簡
を
大
統
領
に
宛
て
、
廃
案
を
求
め
た109

）
。

し
か
し
一
二
月
一
一
日
、
プ
ー
チ
ン
は
改
正
言
語
法
に
署
名
す
る
に
至
っ
た110

）
。
電
子
版
『
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
』
紙
は
「
書
体
の
基
礎

と
し
て
キ
リ
ル
文
字
を
定
め
る
『
言
語
法
』
案
に
大
統
領
署
名
」
と
の
見
出
し
で
、
地
元
議
会
が
見
直
し
を
求
め
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の

努
力
が
報
わ
れ
ず
改
正
法
が
採
択
さ
れ
た
と
し
た
。
ヴ
ァ
レ
エ
フ
議
員
は
、
仮
に
署
名
さ
れ
た
場
合
、
憲
法
裁
判
所
に
提
訴
す
る
と
し
法
廷

闘
争
を
示
唆
し
、
ラ
テ
ン
文
字
化
を
推
進
す
る
立
場
を
改
め
て
公
言
し
た111

）
。
ま
た
、
タ
タ
ル
ス
タ
ン
議
会
は
約
一
年
前
の
二
〇
〇
一
年
一
二

月
三
日
に
「
キ
リ
ル
文
字
復
活
法
」
実
現
に
向
け
て
二
九
一
八
万
四
〇
〇
〇
ル
ー
ブ
ル
を
二
〇
〇
二
年
度
の
予
算
と
し
て
す
で
に
計
上
し
て

お
り112

）
、
連
邦
中
央
に
一
歩
も
譲
る
姿
勢
を
見
せ
て
い
な
か
っ
た113

）
。

二
〇
〇
三
年
一
月
一
六
日
に
は
科
学
・
教
育
・
文
化
・
民
族
問
題
に
関
す
る
委
員
会
が
議
会
に
憲
法
裁
判
所
へ
の
提
訴
を
求
め
た
こ
と
か
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ら
、
本
格
的
な
法
廷
闘
争
が
始
ま
る
こ
と
に
な
っ
た114

）
。
そ
し
て
九
月
九
日
に
同
委
員
会
が
憲
法
裁
へ
提
出
予
定
の
質
問
状
が
完
成
し
た
と
し
、

舞
台
は
よ
う
や
く
法
廷
へ
と
移
さ
れ
た115

）
。
そ
う
し
た
最
中
、
共
和
国
憲
法
裁
判
所
は
一
二
月
二
四
日
、「
タ
タ
ル
ス
タ
ン
は
ラ
テ
ン
文
字
化
へ

の
権
利
を
有
す
る
」
と
し
、
文
字
変
更
に
正
統
性
を
付
与
し
た116

）
。
こ
の
決
定
に
勢
い
を
得
て
、
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
五
日
に
ロ
シ
ア
憲
法
裁

で
行
わ
れ
た
審
理
の
際
、
共
和
国
議
長
の
フ
ァ
リ
ド
・
ム
ハ
メ
ト
シ
ェ
ン
は
「
憲
法
は
、
口
語
や
書
体
な
ど
自
ら
の
言
語
を
自
発
的
に
発
展

さ
せ
る
連
邦
構
成
主
体
の
全
権
を
直
接
禁
じ
な
が
ら
も
、
ロ
シ
ア
連
邦
の
諸
言
語
の
制
定
を
保
障
」し
て
お
り117

）
、「
私
た
ち
は
ロ
シ
ア
の
多
民

族
性
と
多
様
な
文
字
体
系
を
守
る
」
と
し
、
ラ
テ
ン
文
字
化
推
進
を
改
め
て
訴
え
た118

）
。
そ
れ
に
対
し
て
下
院
憲
法
委
員
の
エ
レ
ー
ナ
・
ミ
ズ

リ
ナ
は
、「
共
和
国
の
第
二
の
国
家
語
制
定
権
は
自
由
な
言
語
選
択
権
か
ら
派
生
す
る
の
で
あ
り
、
ど
の
言
語
を
選
択
す
る
の
か
を
人
々
に
強

要
で
き
な
い
」
と
し
、
共
和
国
政
府
に
よ
る
一
方
的
な
試
み
だ
と
非
難
し
た119

）
。

全
国
的
に
注
目
が
集
ま
る
中
、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
一
六
日
に
ロ
シ
ア
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
判
断
を
下
し
た
。
憲
法
裁
は
「
ロ
シ
ア
連
邦

に
お
け
る
国
家
語
は
ロ
シ
ア
語
で
あ
り
、
ロ﹅
シ﹅
ア﹅
語﹅
は﹅
民﹅
族﹅
間﹅
コ﹅
ミ﹅
ュ﹅
ニ﹅
ケ﹅
ー﹅
シ﹅
ョ﹅
ン﹅
の﹅
基﹅
本﹅
的﹅
ツ﹅
ー﹅
ル﹅
と﹅
し﹅
て﹅
歴﹅
史﹅
的﹅
に﹅
同﹅
国﹅
の﹅
諸﹅
民﹅
族﹅

に﹅
用﹅
い﹅
ら﹅
れ﹅
て﹅
き﹅
た﹅
。
…
…
立
法
府
は
、
ロ
シ
ア
連
邦
国
家
語
と
共
和
国
国
家
語
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
単
一
の
書
体
を
定
め
た
上
で
、
ロ

シ
ア
連
邦
に
お
い
て
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
事
実
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ル
文
字
を
基
礎
と
し
た
国
家
語
の
地
位
の
あ
る
諸
民
族
言
語
の
存
在
や

発
展
を
確
認
し
、
正
統
化
し
て
き
た
。
今
日
こ
う
し
た
決
定
は
、
国﹅
家﹅
の﹅
統﹅
一﹅
性﹅
を﹅
保﹅
持﹅
す﹅
る﹅
目﹅
的﹅
に﹅
お﹅
い﹅
て﹅
、
全
連
邦
的
言
語
と
共
和
国

語
の
調
和
と
均
衡
の
保
た
れ
た
機
能
を
守
っ
て
」
お
り
（
傍
点
引
用
者
）、「
母
国
語
使
用
の
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
く
…
…
ロ
シ
ア

連
邦
憲
法
に
は
違
反
し
な
い
」
と
判
示
し
た120

）
。
判
決
後
、
ヴ
ァ
レ
エ
フ
は
決
定
を
「
政
治
的
な
も
の
」
と
一
蹴
し121

）
、
他
方
で
ミ
ズ
リ
ナ
は
「
連

邦
制
回
復
の
煉
瓦
の
一
つ
（

）」
と
評
価
し
た122

）
。
ム
ハ
メ
ト
シ
ェ
ン
は
今
後
訴
訟
を
提
起
す
る
予
定
が
無
い
と
し123

）
、
ま

た
タ
タ
ル
ス
タ
ン
最
高
裁
が
「
ラ
テ
ン
文
字
復
活
法
」
の
効
力
を
停
止
し
た
こ
と
で
、
言
語
法
問
題
は
ひ
と
ま
ず
終
わ
り
を
告
げ
た
。
こ
う

し
て
、
キ
リ
ル
文
字
表
記
が
義
務
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る124

）
（「
改
正
言
語
法
」
第
三
条
六
項
）。

も
っ
と
も
、
二
〇
〇
一
年
採
択
の
「
愛
国
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
中
で
「
ロ
シ
ア
の
諸
民
族
統
一
に
向
け
た
ロ
シ
ア
語
の
役
割
向
上
（

）」
が
謳
わ
れ
て
お
り125

）
、
ロ
シ
ア
語
に
よ
る
国
家
統
一
の
意
思
は
憲
法
裁
の
決
定
以

前
に
す
で
に
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
ロ
シ
ア
文
化
を
称
揚
す
る
試
み
は
、
多
数
派
で
あ
る
彼
ら
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
「
愛
国
主
義
」
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に
浸
透
し
て
い
た
と
言
え
な
く
も
な
い
。
少
な
く
と
も
、
タ
タ
ー
ル
人
か
ら
す
れ
ば
言
語
法
改
正
に
関
わ
る
様
々
な
問
題
は
、
ロ
シ
ア
・
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
発
露
と
い
え
よ
う
。
統
合
の
対
象
と
な
る
国
民
の
多
く
が
ロ
シ
ア
人
（
ル
ー
ス
キ
ー
）
で
あ
る
事
実
に
鑑
み
れ
ば
、
権
力

側
は
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
要
素
を
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ロ
シ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
要
素
を
「
愛
国
主
義
」
に
接
続
す
る
こ
と
で

統
合
を
目
指
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
異
な
る
民
族
の
包
摂
に
言
語
の
役
割
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
点
は
無
視
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
あ
る
調
査
で
は
「
真
の
ロ
シ
ア

の
民
（

）」
と
し
て
「
ロ
シ
ア
語
を
話
す
」
と
い
う
項
目
に
は
、
五
八
％
が
重
要
、
二
八
％
が
あ
る
程
度
重
要
と
し
て

い
る126

）
。
改
正
言
語
法
に
反
対
し
た
の
は
タ
タ
ル
ス
タ
ン
を
含
め
、
二
共
和
国
の
み
で
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ツ
ー
ル
と
し
て
の
ロ

シ
ア
語
が
必
要
不
可
欠
と
の
認
識
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う127

）
。
現
代
ロ
シ
ア
の
民
族
学
者
ヴ
ァ
レ
リ
ー
・
テ
ィ
シ
コ
フ
も
著
書
『
多
様
性
の
中
の

統
合
』
で
ラ
テ
ン
文
字
化
に
批
判
的
な
態
度
を
示
し
、
ロ
シ
ア
語
の
有
用
性
や
国
家
の
統
一
性
を
擁
護
し
て
い
た128

）
。

と
も
か
く
、
中
央
か
ら
の
反
発
に
よ
り
文
字
改
革
が
頓
挫
し
た
た
め129

）
、
タ
タ
ル
ス
タ
ン
は
民
族
主
義
を
前
面
に
押
し
出
す
の
で
は
な
く
、

そ
れ
を
部
分
的
に
「
愛
国
」
に
接
続
し
、
自
民
族
意
識
と
共
に
ロ
シ
ア
へ
の
忠
誠
心
を
育
む
こ
と
で
、
対
立
を
避
け
る
こ
と
に
し
た
。

第
三
項

タ
タ
ル
ス
タ
ン
に
お
け
る
政
策

（
一
）「
タ
タ
ル
ス
タ
ン
愛
国
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
策
定

二
〇
〇
二
年
三
月
に
採
択
さ
れ
た
「
二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
〇
六
年
ま
で
の
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
の
児
童
・
青
年
の
愛
国
心
教
育
に
関

す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
（

2002-2006

）」（
以
下
、「
タ
タ
ル

ス
タ
ン
愛
国
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
す
る
）
は130

）
、
連
邦
政
府
採
択
の
「
愛
国
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
お
よ
び
一
九
九
九
年
タ
タ
ル
ス
タ
ン
内
閣
採
択
の
「
タ

タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
の
青
年
市
民
の
道
徳
、
軍
事
愛
国
心
教
育
な
ら
び
に
戦
争
や
抑
圧
の
犠
牲
者
の
記
憶
の
不
朽
化
に
関
す
る
活
動
の
組
織

化
に
つ
い
て
の
決
定
（

,）
131
）

」
に
基
づ
き
、
児
童
お
よ
び
青
年
層
の
意
識
改
革
を
念
頭
に
置
い
て
策
定
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さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
若
年
層
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
背
景
に
は
、
ロ
シ
ア
軍
へ
の
従
軍
低
下
が
あ
る
と
記
さ
れ
て
お

り
、
先
行
研
究
の
指
摘132

）
と
も
符
合
す
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
目
的
は
「
青
年
層
の
市
民
性
や
道
徳
的
社
会
的
価
値
で
あ
る
愛
国
心
」
や
「
憲

法
的
軍
事
的
義
務
へ
の
忠
実
さ
」
な
ど
の
形
成
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
「
愛
国
心
、
文
化
や
歴
史
的
過
去
、
ロ﹅
シ﹅
ア﹅
連﹅
邦﹅
お﹅
よ﹅
び﹅
タ﹅
タ﹅
ル﹅

ス﹅
タ﹅
ン﹅
共﹅
和﹅
国﹅
の﹅
伝﹅
統﹅
に﹅
対﹅
す﹅
る﹅
尊
敬
の
念
」（
傍
点
引
用
者
）が
求
め
ら
れ
る
と
し
て
お
り
、
タ
タ
ー
ル
民
族
意
識
と
共
に
ロ
シ
ア
へ
の
忠

誠
を
促
す
こ
と
で
、「
ロ
シ
ア
国
民
（
ロ
シ
ヤ
ー
ニ
ン
）」
意
識
の
形
成
を
目
指
し
て
い
た
の
で
あ
る133

）
。

同
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
、
約
六
三
二
〇
万
ル
ー
ブ
ル
も
の
予
算
が
計
上
さ
れ
て
お
り
、
タ
タ
ル
ス
タ
ン
教
育
省
や
文
化
省
、
青
年
ス
ポ
ー
ツ

省
と
い
っ
た
中
央
の
権
力
機
関
に
加
え
、
地
方
行
政
機
関
や
「
タ
タ
ル
ス
タ
ン
退
役
軍
人
協
会
」
な
ど
の
社
会
団
と
の
協
働
で
進
め
ら
れ
、

全
共
和
国
的
な
試
み
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
官
公
庁
だ
け
で
な
く
社
会
団
体
と
い
っ
た
様
々
な
ア
ク
タ
ー
の
関
与

を
通
じ
て
、
共
和
国
民
の
「
愛
国
心
」
醸
成
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
採
択
後
、
社
会
団
体
は
積
極
的
に
活
動
を
展
開
し
た
。
例
え
ば
、
社
会
団
体
「
タ
タ
ル
ス
タ
ン
の
英
雄
」
の
メ
ン
バ
ー
は
青

年
層
の
軍
事
愛
国
心
の
教
育
を
重
要
視
し
て
お
り
、
祖
国
防
衛
と
い
っ
た
自
身
の
経
験
を
彼
ら
と
共
有
し
「
愛
国
心
」
教
育
に
積
極
的
に
関

与
す
る
と
公
言
し
た134

）
。
ま
た
同
年
八
月
、
あ
る
会
議
に
出
席
し
た
シ
ャ
イ
ミ
エ
フ
は
「
愛
国
心
」
形
成
の
重
要
性
を
改
め
て
強
調
し
、
次
の

よ
う
に
語
っ
た
。
昨
今
、
排
外
主
義
に
基
づ
く
青
年
の
事
件
が
頻
発
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
案
は
連
邦
的
課
題
で
も
あ
り
解
決
に
向
け
て

努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
青
年
層
に
「
愛
国
心
」
を
持
た
せ
る
に
は
、
彼
ら
を
退
役
軍
人
協
会
や
青
年
団
体
と
交
流
さ
せ
る
必
要
が
あ

る135
）

。
こ
の
発
言
は
、
若
者
の
中
で
拡
大
を
見
せ
る
排
外
主
義
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
、「
愛
国
心
」を
教
え
込
む
こ
と
で
国
家
統
合
を
目
指
し
た「
愛

国
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
趣
旨
と
合
致
し
て
い
る
。
二
〇
〇
三
年
六
月
に
は
、
戦
争
で
斃
れ
た
兵
士
の
遺
骨
収
集
を
行
っ
て
い
る
社
会
団
体
「
祖

国
」
の
設
立
一
〇
周
年
式
典
が
開
催
さ
れ
、
共
和
国
首
相
ジ
ー
リ
ャ
・
ヴ
ァ
レ
エ
ヴ
ァ
（

）
は
「
タ
タ
ル
ス
タ
ン
の
探
索
隊
は

ロ
シ
ア
で
も
有
数
の
地
域
団
体
で
あ
る
」
と
し
て
、
彼
ら
の
愛
国
的
な
活
動
を
讃
え
た
。
地
元
紙
は
、
こ
の
団
体
の
活
動
の
結
果
が
「
タ
タ

ル
ス
タ
ン
愛
国
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
策
定
の
基
礎
に
な
っ
た
と
報
じ
、「
愛
国
心
」
を
促
進
す
る
政
権
の
試
み
を
指
摘
し
て
い
る136

）
。

ま
た
「
愛
国
心
」
形
成
に
国
家
シ
ン
ボ
ル
も
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た137

）
。
例
え
ば
二
〇
〇
二
年
八
月
、
共
和
国
で
は
国
家
へ
の
忠
誠
心

を
育
む
目
的
で
「
ロ
シ
ア
連
邦
の
国
旗
の
日
」
が
祝
わ
れ
た138

）
。
二
〇
〇
五
年
に
は
タ
タ
ル
ス
タ
ン
の
国
旗
お
よ
び
紋
章
が
「
国
家
紋
章
リ
ス
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ト
」
に
追
加
さ
れ
た
の
を
受
け139

）
、
地
元
紙
は
「
シ
ン
ボ
ル
は
愛
国
心
を
育
む
」
と
題
し
、
政
治
家
や
識
者
、
一
般
市
民
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

を
実
施
し
、
国
家
シ
ン
ボ
ル
へ
の
意
識
を
問
う
た
。
共
和
国
法
務
大
臣
の
ミ
ト
ハ
ト
・
ク
ル
マ
ノ
フ
（

）
は
、「
国
家
シ

ン
ボ
ル
は
愛
国
心
を
育
む
」
と
明
確
に
述
べ
た
一
方
で
、
一
三
歳
の
中
学
生
は
「
学
校
で
習
っ
て
な
い
の
で
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
よ

く
分
ら
な
い
」
と
率
直
に
語
り
な
が
ら
、「
共
和
国
の
国
旗
を
と
て
も
気
に
入
っ
て
い
る
」
と
も
発
言
し
て
い
た140

）
。

二
〇
〇
五
年
に
は
「
カ
ザ
ン
千
年
祭
」
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が141

）
、
当
局
は
こ
の
記
念
祭
を
通
じ
て
民
族
間
の
連
帯
強
化
を
狙
っ

た
。
そ
こ
で
ま
ず
、
カ
ザ
ン
・
ク
レ
ム
リ
ン
に
「
ク
ル
・
シ
ャ
リ
フ
・
モ
ス
ク
」
の
再
建
と
と
も
に
ロ
シ
ア
正
教
の
「
生
神
女
福
音
大
聖
堂
」

の
修
復
を
決
定
し142

）
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
キ
リ
ス
ト
教
の
共
存
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
。
モ
ス
ク
や
聖
堂
が
再
建
修
復
さ
れ
た
日
に
は
そ
れ
ぞ
れ
セ
レ

モ
ニ
ー
が
開
か
れ
、
各
式
典
に
参
加
し
た
シ
ャ
イ
ミ
エ
フ
は
共
和
国
の
「
多
民
族
性
」
を
幾
度
も
指
摘
し
、
他
民
族
と
の
共
存
を
訴
え
た143

）
。

ま
た
、
彼
の
全
面
的
支
援
の
下
、
タ
タ
ー
ル
語
映
画
「
ジ
ョ
レ
イ
ハ
」
の
制
作
が
決
定
さ
れ
、
タ
タ
ー
ル
文
化
の
振
興
が
進
め
ら
れ
る
こ
と

に
も
な
っ
た
が144

）
、
と
も
か
く
当
局
は
千
年
祭
に
合
わ
せ
て
民
族
友
好
を
演
出
す
る
こ
と
に
腐
心
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

八
月
二
六
日
の
「
カ
ザ
ン
千
年
祭
」
で
は
、
連
邦
政
府
閣
僚
や
プ
ー
チ
ン
大
統
領
が
共
和
国
を
訪
れ
、
各
式
典
に
参
加
す
る
な
ど
盛
大
に

祝
わ
れ
た
。
同
日
シ
ャ
イ
ミ
エ
フ
は
、
モ
ス
ク
や
聖
堂
の
再
建
に
触
れ
た
上
で
、「
カ
ザ
ン
は
民
族
友
好
シ
ン
ボ
ル
」
で
あ
り
、「
我
が
共
和

国
に
通
じ
て
い
る
人
は
、
相
互
信
頼
や
異
な
る
民
族
や
宗
教
に
対
す
る
尊
敬
の
念
を
評
価
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
こ
こ
で
も
多
民
族
性
を
意

識
し
た
発
言
を
行
っ
て
い
た145

）
。
ま
た
同
日
、
祝
辞
を
述
べ
た
プ
ー
チ
ン
は
「
ロ
シ
ア
は
常
に
多
く
の
伝
統
、
言
語
、
独
自
文
化
の
相
互
浸
透

や
調
和
に
よ
っ
て
強
力
で
あ
っ
た
」
と
述
べ146

）
、
シ
ャ
イ
ミ
エ
フ
発
言
と
同
様
に
民
族
友
好
を
意
識
し
て
い
た
。
加
え
て
彼
は
、
六
月
の
時
点

で
「
カ
ザ
ン
千
年
記
念
メ
ダ
ル
」
制
定
を
大
統
領
令
で
決
定
し
、
大
祖
国
戦
争
の
退
役
軍
人
ら
に
メ
ダ
ル
を
授
与
す
る
こ
と
で147

）
、「
一
体
不
可

分
の
ロ
シ
ア
」を
演
出
し
て
み
せ
た
わ
け
だ
。
三
一
日
の
最
終
日
に
は
、
首
都
カ
ザ
ン
の
み
な
ら
ず
、
ア
リ
メ
チ
エ
フ
ス
ク
、
チ
ス
ト
ポ
リ
、

ザ
イ
ン
ス
ク
な
ど
の
地
方
で
も
盛
大
な
シ
ョ
ー
が
行
わ
れ
、
共
和
国
全
て
が
お
祭
り
ム
ー
ド
で
あ
っ
た148

）
。
こ
の
日
に
演
説
し
た
シ
ャ
イ
ミ
エ

フ
は
、「
ロ
シ
ア
は
自
己
の
文
化
伝
統
を
有
す
る
民
族
が
暮
ら
す
多
民
族
国
家
」
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
強
調
し
た149

）
。

こ
の
よ
う
に
タ
タ
ル
ス
タ
ン
当
局
は
、ロ
シ
ア
へ
の
忠
誠
心
と
合
わ
せ
て
自
民
族
へ
の
帰
属
意
識
も
育
成
す
る
こ
と
で
、「
ロ
シ
ア
国
民（
ロ

シ
ヤ
ー
ニ
ン
）」
意
識
の
創
出
に
取
り
組
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
取
り
組
み
は
教
育
現
場
で
も
な
さ
れ
て
い
た
。
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（
二
）
タ
タ
ル
ス
タ
ン
で
の
「
愛
国
」
教
育

タ
タ
ル
ス
タ
ン
教
育
基
本
法
に
よ
れ
ば
、
教
育
に
関
す
る
政
策
の
基
礎
と
し
て
、
①
生
活
や
民
族
文
化
伝
統
の
教
育
の
連
関
（
第
四
条
第

四
項
）
や
②
言
語
選
択
権
お
よ
び
母
語
で
教
育
を
受
け
る
権
利
（
同
上
第
七
条
）
な
ど
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る150

）
。
ま
た
、
教
育
言
語
に
関
し
て

は
、
共
和
国
の
国
家
語
た
る
タ
タ
ー
ル
語
と
ロ
シ
ア
語
は
平
等
に
教
育
さ
れ
る
（
第
六
条
第
二
項
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る151

）
。
二
〇
〇
二
〜
〇

三
年
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
農
村
部
の
学
校
で
は
タ
タ
ー
ル
語
で
の
教
育
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
都
市
部
で
も
増
加
傾
向
に
あ
り
、
当
時
、
混

合
学
校
が
四
五
二
も
あ
っ
た
と
さ
れ
る152

）
。
こ
の
よ
う
に
、
民
族
の
伝
統
文
化
の
教
育
が
な
さ
れ
、
生
徒
ら
は
自
身
の
民
族
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
学
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
先
に
見
た
「
タ
タ
ル
ス
タ
ン
愛
国
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
な
ら
い
、
学
校
現
場
で
も
「
愛
国
」
を
キ
ー
概
念

と
し
た
教
育
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ロ
シ
ア
連
邦
へ
の
忠
誠
心
が
教
え
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

例
え
ば
、
ア
リ
メ
チ
エ
フ
ス
ク
の
第
二
五
中
等
普
通
学
校
の
あ
る
教
師
は
、
特
に
国
家
へ
尽
く
す
軍
事
愛
国
心
教
育
の
重
要
性
を
指
摘
し
、

そ
の
上
で
自
身
が
勤
め
る
学
校
に
は
退
役
軍
人
祝
賀
会
や
戦
勝
記
念
日
に
行
わ
れ
る
集
会
へ
の
参
加
行
事
等
が
あ
り
、
高
学
年
の
生
徒
た
ち

は
こ
れ
ら
の
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
て
「
愛
国
心
」
を
学
ん
で
い
る
と
報
告
し
て
い
る153

）
。
ま
た
、
戦
争
博
物
館
を
利
用
し
た
教
育
も
な
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
ら
の
多
く
が
教
育
機
関
に
併
設
さ
れ
て
い
る154

）
。
例
え
ば
、
沿
ヴ
ォ
ル
ガ
地
区
に
あ
る
学
校
に
は
二
六
の
付
属
博
物
館
が
あ
り
、

そ
こ
に
は
父
祖
の
英
雄
的
行
為
を
示
す
品
々
が
展
示
さ
れ
る
な
ど
、
博
物
館
は
市
民
と
し
て
の
誇
り
や
「
愛
国
心
」
を
創
出
す
る
仕
掛
け
と

し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
だ155

）
。
地
元
紙
は
「
祖
国
愛
を
教
育
す
べ
き
」
と
題
す
る
記
事
を
掲
載
し
、
第
一
二
六
カ
ザ
ン
中
学
校
付
属
博
物
館

の
運
営
に
奔
走
す
る
あ
る
女
性
を
紹
介
し
て
い
る
。
博
物
館
長
の
リ
リ
ヤ
・
パ
ー
ヴ
ロ
ヴ
ナ
は
「
愛
国
心
」
教
育
に
必
要
な
新
た
な
展
示
コ
ー

ナ
ー
の
開
設
を
予
定
し
て
い
る
が
、
資
金
が
足
り
ず
計
画
が
頓
挫
し
か
け
て
い
る
状
況
に
危
機
感
を
抱
い
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

彼
女
は
展
示
コ
ー
ナ
ー
開
設
を
目
指
し
て
出
資
者
を
募
る
な
ど
、
教
育
に
情
熱
を
注
い
で
い
た
と
記
事
は
報
じ
て
い
る156

）
。

そ
の
他
、
社
会
団
体
と
の
積
極
的
交
流
も
推
奨
さ
れ
て
い
る
。
カ
ザ
ン
人
文
教
育
大
学
で
は
「
愛
国
」
教
育
の
一
環
と
し
て
、
兵
士
の
遺

骨
収
集
を
行
う
団
体
と
の
活
動
が
定
期
的
に
企
画
さ
れ
、
学
生
ら
は
「
愛
国
心
」
を
学
ん
で
い
る
と
い
う157

）
。
ま
た
第
一
三
九
学
校
は
二
〇
〇

四
年
か
ら
「
祖
国
」
に
生
徒
を
派
遣
し
て
い
る
。
過
去
に
参
加
し
た
経
験
の
あ
る
一
〇
年
生
タ
マ
ー
ラ
・
イ
ヴ
ァ
ノ
ヴ
ァ
は
、「
軍
人
の
認
識

票
を
見
つ
け
た
」
と
語
り158

）
、
祖
国
に
尽
く
し
た
兵
士
の
遺
品
を
自
ら
見
つ
け
た
喜
び
を
吐
露
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、「
愛
国
」
は
教
育
の
中
核
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と
な
っ
て
お
り
、
統
合
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る159

）
。

こ
う
し
た
教
育
が
功
を
奏
し
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
一
九
九
四
年
に
行
わ
れ
た
調
査
に
よ
れ
ば
、
共
和
国
内
の
タ
タ
ー
ル
人
は「
自

ら
を
タ
タ
ー
ル
人
で
あ
る
と
同
時
に
ロ
シ
ヤ
ー
ニ
ン
で
あ
る
」
と
回
答
し
た
者
は
都
市
部
で
三
一
・
八
％
、
農
村
部
で
一
一
・
二
％
で
あ
っ

た
も
の
の
、
二
〇
〇
一
年
の
結
果
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
四
二
・
八
％
、
二
一
・
六
％
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
同
じ
質
問
に
対
す
る
共
和
国
内
の
ロ

シ
ア
人
の
回
答
は
、
一
九
九
四
年
の
調
査
で
は
都
市
部
で
三
五
・
三
％
、
農
村
部
で
三
六
・
九
％
、
二
〇
〇
一
年
の
結
果
で
は
そ
れ
ぞ
れ
四

五
・
一
％
、
六
三
・
六
％
と
両
民
族
と
も
に
増
加
傾
向
に
あ
っ
た160

）
。
ま
た
タ
タ
ー
ル
人
を
対
象
に
し
た
別
の
調
査
で
は
、
過
去
一
〇
年
の
間

に
三
五
％
か
ら
六
二
％
に
高
ま
っ
て
お
り
、
共
和
国
で
な
さ
れ
た
政
策
の
影
響
が
大
き
い
と
し
て
い
る161

）
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
見
て
来
た
よ
う
に
、
プ
ー
チ
ン
は
「
愛
国
」
の
名
の
下
に
少
数
民
族
の
統
合
を
促
し
、「
一
体
不
可
分
の
ロ
シ
ア
」
創
出
に
取
り

組
ん
で
き
た
。
特
に
国
民
の
琴
線
に
触
れ
る
戦
勝
を
巧
み
に
利
用
し
な
が
ら
「
愛
国
心
」
を
鼓
舞
し
、
多
民
族
国
家
を
ま
と
め
上
げ
よ
う
と

し
た
。
同
様
の
試
み
は
タ
タ
ル
ス
タ
ン
で
も
な
さ
れ
、
両
者
の
政
策
は
共
鳴
し
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
タ
タ
ル
ス
タ
ン
が
自
民
族
の
文
化
伝

統
の
振
興
に
着
手
す
る
と（
ラ
テ
ン
文
字
化
）、
中
央
地
方
関
係
は
次
第
に
民
族
対
立
の
様
相
を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
文
字

改
革
が
中
央
の
反
発
で
頓
挫
す
る
と
、
タ
タ
ル
ス
タ
ン
は
自
民
族
の
伝
統
を
前
面
に
押
し
出
す
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
要
素
を
「
愛
国
」

に
う
ま
く
接
続
す
る
こ
と
で
、
中
央
と
の
対
立
を
回
避
し
た
。
特
に
、
二
〇
〇
一
年
に
採
択
し
た
「
タ
タ
ル
ス
タ
ン
愛
国
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に

基
づ
き
、
タ
タ
ー
ル
意
識
を
育
み
な
が
ら
、「
大
祖
国
戦
争
」
で
の
勝
利
を
「
愛
国
」
の
象
徴
と
し
て
利
用
し
、
ロ
シ
ア
国
民
意
識
の
形
成
に

取
り
組
ん
で
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
プ
ー
チ
ン
の
「
愛
国
」
に
は
、
文
字
改
革
で
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
ロ
シ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
要

素
が
あ
り
、
多
数
派
た
る
ロ
シ
ア
人
の
統
合
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
他
方
で
、
連
邦
中
央
は
共
和
国
で
の「
愛
国
」

の
実
践
を
否
定
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
た
め
、
反
ロ
シ
ア
に
向
か
わ
な
い
限
り
、
少
数
民
族
の
文
化
伝
統
も
国
家
統
合
に
寄
与
し
得
る
と
判

断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
諸
民
族
の
文
化
伝
統
は
全
否
定
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
振
興
策
が
一
定
程
度
図
ら
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れ
た
の
で
あ
り
、
連
邦
中
央
の
柔
軟
性
を
読
み
と
る
こ
と
も
で
き
る
。
と
も
か
く
、
戦
勝
は
現
代
ロ
シ
ア
で
重
要
な
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
そ

れ
を
利
用
し
て
ロ
シ
ア
へ
の
「
愛
国
心
」
を
育
む
こ
と
が
政
策
の
支
柱
を
な
し
た
の
で
あ
る
。

近
年
で
は
、
哲
学
者
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
「
憲
法
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
」
が
注
目
さ
れ
る
な
ど
統
合
の
在
り
方
が
重
要
な
ト
ピ
ッ

ク
と
な
っ
て
い
る162

）
。
こ
う
し
た
議
論
に
触
発
さ
れ
、
最
近
ロ
シ
ア
で
も
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
流
の
統
合
の
可
能
性
を
検
証
し
た
研
究
が
発
表
さ
れ163

）
、

ポ
ス
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
統
合
が
日
々
議
論
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
旧
ソ
連
地
域
で
は
新
た
な
国
民
国
家
の
建
設
が
熱
心
に
進
め
ら
れ
、

統
合
の
在
り
方
が
ま
さ
に
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る164

）
。
ロ
シ
ア
で
も
「
愛
国
」
教
育
の
是
非
を
巡
っ
て
様
々
な
主
張
が
展
開
さ
れ
て
い

る
が165

）
、
本
論
で
も
見
た
よ
う
に
、
も
っ
ぱ
ら
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
共
有
に
基
づ
く
「
愛
国
」
政
策
が
主
流
で
あ
り
、
各
地

の
経
験
が
メ
デ
ィ
ア
で
紹
介
さ
れ
て
い
る166

）
。
し
か
し
、
そ
の
政
策
を
個
別
具
体
的
に
見
て
い
く
と
、
例
え
ば
ロ
シ
ア
人
が
多
数
を
占
め
る
モ

ス
ク
ワ167

）
で
は
ロ
シ
ア
の
伝
統
文
化
が
称
揚
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
一
部
あ
り168

）
、
ロ
シ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
多
数
派
の
統
合
に
利
用
さ
れ
た
と

言
え
な
く
も
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
ロ
シ
ア
人
が
多
数
を
占
め
る
地
域
の
政
策
を
検
討
し
、「
愛
国
」と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
関
連
性
を

明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
し
た
い
。
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シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
す
る
（
塩
川
伸
明
『
民
族
と
ネ
イ
シ
ョ
ン
｜
｜
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
難
問
』
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
八
年
、
二
六
頁
。
傍
点
引
用
者
）。

な
お
、
訳
語
と
し
て
「
愛
郷
心
」「
愛
国
心
」
な
ど
あ
る
（
岡
本
仁
宏
「
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
（
愛
国
心
）」
古
賀
敬
太
編
『
政
治
概
念
の
歴
史
的
展
開
｜
｜
概

念
史
か
ら
見
た
政
治
思
想
史

第
三
巻
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
九
年
、
一
〇
五
｜
一
三
五
頁
）。
プ
ー
チ
ン
の
「
愛
国
」
は
国
へ
の
忠
誠
心
を
促
し
た
も
の
で

あ
る
た
め
、
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム＝

愛
国
心
と
し
て
い
る
。

（
８
）
拙
稿
「
現
代
ロ
シ
ア
に
お
け
る
『
愛
国
主
義
』
政
策
の
変
遷
｜
｜『
カ
ラ
ー
革
命
』
と
青
年
層
」『
ロ
シ
ア
・
東
欧
研
究
』
第
三
九
号
、
二
〇
一
一
年
。

（
９
）
当
時
、
八
九
の
連
邦
構
成
主
体
の
内
、
二
一
の
主
体
が
共
和
国
と
称
し
て
い
た
。
な
お
連
邦
再
編
に
よ
り
八
三
に
減
少
し
た
が
、
二
〇
一
四
年
の
ク
リ
ミ

ア
と
セ
ヴ
ァ
ス
ト
ー
ポ
リ
編
入
に
よ
り
八
五
に
な
っ
た
（

,
19

 
2014

.;
24

 
2014

.

）。

（
10
）

:
2008,

.,
,
2008,

.
353.

（
11
）

,
2012,

2,
.
7

（
12
）
松
里
公
孝
「
エ
ス
ノ
・
ボ
ナ
パ
ル
テ
ィ
ズ
ム
か
ら
集
権
的
カ
シ
キ
ス
モ
へ
｜
｜
タ
タ
ル
ス
タ
ン
政
治
体
制
の
特
質
と
そ
の
形
成
過
程

一
九
九
〇
｜
一
九
九

八
」『
ス
ラ
ヴ
研
究
』
第
四
七
号
、
一
｜
三
六
頁
。

（
13
）
下
斗
米
伸
夫
「
ロ
シ
ア
政
治
の
制
度
化
｜
｜
タ
タ
ー
ル
ス
タ
ン
共
和
国
を
例
と
し
て
」
皆
川
修
吾
編
『
移
行
期
の
ロ
シ
ア
政
治
』
溪
水
社
、
一
九
九
九
年
、

一
八
三
｜
二
二
一
頁
。
同
『
ロ
シ
ア
世
界
』、
第
七
章
。
塩
川
伸
明
『
ロ
シ
ア
の
連
邦
制
と
民
族
問
題
｜
｜
多
民
族
国
家
ソ
連
の
興
亡
Ⅲ
』
岩
波
書
店
、
二
〇

〇
七
年
、
第
二
章
な
ど
。

（
14
）

,
5

 
2004

.

（
15
）V

a
lerie S

p
erlin

g
,
“T
h
e L

a
st R

efu
g
e o

f a S
co
u
n
d
rel:

P
a
trio

tism
,
M
ilita

rism
,
a
n
d th

e R
u
ssia

n N
a
tio
n
a
l Id

ea
,”
N
ation

s an
d

 
N
ation

alism
,
N
o
.
9,
V
o
l.
2,
2003,

p
p
.
235

253.

（
16
）D

o
u
g
la
s W

.
B
lu
m
,
“O
fficia

l P
a
trio

tism
 
in R

u
ssia

:
Its E

ssen
ce a

n
d Im

p
lica

tio
n
s,”

P
O
M
A
R
S
 
P
olicy M

em
o
,
N
o
.
420,

2006,
p
p
.

1-5;
V
a
lerie S

p
erlin

g
,
“M

a
k
in
g th

e P
u
b
lic P

a
trio

tic:
M
ilita

rism
 
a
n
d A

n
ti-M

ilita
rism

 
in R

u
ssia

,”
in M

a
rlen

e L
a
ru
elle

ed
.),

R
u
ssian N

ation
alism

 
an
d th

e N
ation

al R
eassertion of R

u
ssia

,R
o
u
tled

g
e,2009,p

p
.218

271;E
lisa

b
eth S

ieca
-K
o
zlo
w
sk
i,“R

u
ssia

n
 

m
ilita

ry p
a
trio

tic ed
u
ca
tio
n
:
a co

n
tro
l to

o
l a
g
a
in
st th

e a
rb
itra

rin
ess o

f v
etera

n
s,”

N
ation

alities P
apers

,
V
o
l.
38,

N
o
.
1,
2010,

p
p
.

73-85.

（
17
）
そ
れ
に
よ
る
問
題
点
が
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

.
.

//
,
2006,

2,
.
90

109;
.
.

:

//
.
2006,

.,
,
2007,

.
136

156
.
.
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（
18
）
拙
稿
「
プ
ー
チ
ン
期
に
お
け
る
『
愛
国
主
義
』
政
策
の
形
成
過
程
｜
｜
連
邦
構
成
主
体
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
着
目
し
て
」『
政
治
研
究
』
第
六
〇
号
、
二

〇
一
三
年
、
二
三
九
｜
二
七
三
頁
。

（
19
）
も
っ
と
も
、
政
権
が
国
家
へ
の
忠
誠
を
育
む
目
的
で
「
愛
国
心
」
の
涵
養
を
促
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
浸
透
す
る
（
し
た
）
可
能

性
を
無
視
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
期
に
「
愛
国
主
義
」
が
鼓
舞
さ
れ
た
が
、
実
際
に
は
ロ
シ
ア
の
伝
統
文
化
が
称
揚
さ
れ
「
愛
国
」
に
ロ

シ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
浸
透
し
て
い
た
と
さ
れ
て
お
り
（
塩
川
伸
明
『
国
家
の
構
築
と
解
体
｜
｜
多
民
族
国
家
ソ
連
の
興
亡
Ⅱ
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇

七
年
、
第
三
章
な
ど
）、
プ
ー
チ
ン
の
「
愛
国
主
義
」
政
策
を
検
討
す
る
場
合
も
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
要
素
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
な
お
、
本
稿
の
主

題
は
「
愛
国
」
の
異
同
で
あ
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
で
は
な
い
。

（
20
）

.
:

//
:

/
.

.
.

,

,
1998,

.
12

35;
中
村
逸
郎
「
サ
ハ
リ
ン
州
と
南
ク
リ
ル
地
区
の
自
治
制
度
（
ロ
ー
カ
ル
・
オ
ー
ト
ノ
ミ
ー
）」『
ス
ラ
ヴ
研
究
』
第
四
五
号
、
一

九
九
八
年
、
二
八
七
｜
三
〇
四
頁
。

（
21
）
こ
の
点
、
高
田
和
夫
『
ロ
シ
ア
帝
国
論
｜
｜
一
九
世
紀
ロ
シ
ア
の
国
家
・
民
族
・
歴
史
』
平
凡
社
、
二
〇
一
二
年
が
詳
し
い
。

（
22
）
濱
本
真
美
『「
聖
な
る
ロ
シ
ア
」
の
イ
ス
ラ
ー
ム
｜
｜
一
七
〜
一
八
世
紀
タ
タ
ー
ル
人
の
正
教
改
宗
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
。

（
23
）
櫻
間
瑛
「『
受
洗
タ
タ
ー
ル
』
か
『
ク
リ
ャ
シ
ェ
ン
』
へ
｜
｜
現
代
ロ
シ
ア
に
お
け
る
民
族
復
興
の
一
様
態
」『
ス
ラ
ヴ
研
究
』
第
五
六
号
、
二
〇
〇
九
年
、

一
二
七
｜
一
五
五
頁
。

（
24
）
塩
川
『
ロ
シ
ア
の
連
邦
制
と
民
族
問
題
』、
一
〇
六
頁
。

（
25
）

.
.

,
.,

,2004,
.75

76;

.
//

,
2010,

9,
.
108

112.

（
26
）
塩
川
伸
明
「
国
家
の
統
合
・
分
裂
と
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
｜
｜
ソ
連
解
体
前
後
の
国
籍
法
論
争
を
中
心
に
」
塩
川
伸
明
・
中
谷
和
弘
編
『
法
の
構
築
』
東

京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
、
一
一
五
｜
一
一
八
頁
。

（
27
）
塩
川
『
ロ
シ
ア
の
連
邦
制
と
民
族
問
題
』、
一
三
三
｜
一
四
〇
頁
。

（
28
）

.
.

:
//

,
1999,

11,
.
72.

（
29
）

.
.

//
,
1993,

1,
.
110.

（
30
）

.
.

.,
.
59.

（
31
）

,
.
60.
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（
32
）
関
啓
子
「
民
族
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
｜
｜
タ
タ
ル
ス
タ
ン
の
場
合
」『
ロ
シ
ア
・
ユ
ー
ラ
シ
ア
経
済
調
査
資
料
』
一
九
九
八
年
三
月
号
、
七
頁
。

（
33
）
澤
野
由
紀
子
「
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
の
教
育
制
度
」『
ロ
シ
ア
・
ユ
ー
ラ
シ
ア
経
済
調
査
資
料
』
一
九
九
八
年
三
月
号
、
三
一
｜
三
九
頁
。

（
34
）

.
.

.
.

...

.
.

,
,
2006.

（
35
）
関
啓
子
『
多
民
族
社
会
を
生
き
る
｜
｜
転
換
期
ロ
シ
ア
の
人
間
形
成
』
新
読
書
社
、
二
〇
〇
二
年
、
一
三
六
頁
。

（
36
）

.
.

//
,
2012,

4,
.
67.

（
37
）

.
.

//
,
2010,

12,
.
56.

（
38
）

.
.

,
.
72.

（
39
）
拙
稿
「
現
代
ロ
シ
ア
に
お
け
る
『
愛
国
主
義
』
政
策
の
変
遷
」、
参
照
。

（
40
）h

ttp
: //p

a
trio

tfilm
.ru
/ru

s /fu
n
d
.h
tm
l

（
二
〇
一
四
年
一
〇
月
七
日
閲
覧
。
以
下
、
断
り
の
な
い
限
り
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
は
同
日
に
閲
覧
）

（
41
）

2
12

）

4
 
21

 
2003

.
,

,

,
.

（
42
）

,
46,

20-26
 

2007
.,

.
126.

（
43
）

.

（
44
）

,
7

 
2006

.

（
45
）

.
.

2000
2010

.

）//
,
2012,

5,

.
170

172.

（
46
）

.
.

//
,
2005,

5,
.

57.

（
47
）
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｌ
・
モ
ッ
セ
（
佐
藤
卓
己
・
佐
藤
八
寿
子
訳
）『
大
衆
の
国
民
化
｜
｜
ナ
チ
ズ
ム
に
至
る
政
治
シ
ン
ボ
ル
と
大
衆
文
化
』
栢
書
房
、
一
九
九
四

年
。
ジ
ョ
ン
・
ボ
ド
ナ
ー
（
野
村
達
朗
ほ
か
訳
）『
鎮
魂
と
祝
祭
の
ア
メ
リ
カ
｜
歴
史
の
記
憶
と
愛
国
主
義
』
青
木
書
、
一
九
九
七
年
な
ど
。

（
48
）

,
13

 
2001

.

（
49
）

,
8
 
2001

.

（
50
）

.
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（
51
）

,
11

 
2001

.

（
52
）

.
（
53
）

,
11

 
2001

.
（
54
）

,
9
 
2002

.

（
55
）

,
11

 
2002

.

（
56
）

,
2002,

9,
.
1271

（
以
下
、

と
略
記
す
る
）.

（
57
）

,
4
 
2005

.

（
58
）

,
6
 
2005

.

（
59
）

,
6
 
2005

.

（
60
）

,
6
 
2005

.

（
61
）
内
容
は
以
下
を
参
照
。

,
10

 
1945

.;
,
10

 
1945

.

（
62
）

,
7
 
2005

.

（
63
）

,
7
 
2005

.

（
64
）

,
11

 
2005

.

（
65
）

,
11

 
2005

.

（
66
）

.
.

,
.,

,
2008,

.
293.

（
67
）

,
9
 
2001

.

（
68
）

,
11

 
2001

.

（
69
）

.
.

//
:

/
.

.
.
.

,
,

,
,
2005,

.
143.

（
70
）

.
.
145.

（
71
）

.
.
146.

（
72
）

.
.

.
.

//
.

.
.
154.

（
73
）

.
.
155.

（
74
）

.
.
156.
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（
75
）

,
29

 
2005

.

（
76
）
学
術
的
関
心
も
高
く
、
タ
タ
ル
ス
タ
ン
出
身
兵
士
の
手
紙
を
分
析
し
た
学
位
論
文
も
あ
る
。

.
.

,
.

...
.

.
,

,
2009.

（
77
）

.
.

//
,
2001,

5,

.
76.

（
78
）
ア
ン
ト
ニ
ー
・
Ｄ
・
ス
ミ
ス
（
一
條
都
子
訳
）『
選
ば
れ
た
民
｜
｜
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
宗
教
、
歴
史
』
青
木
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、
二

八
三
｜
三
三
〇
頁
。

（
79
）Iv

o M
ijn
ssen

,
“A
n o

ld M
y
th fo

r a n
ew
 
S
o
ciety

,”
in P

h
ilip

p C
a
su
la a

n
d Jero

n
im
 
P
ero

v
ic

ed
s.

）,Id
en
tities an

d P
olitics D

u
rin
g

 
th
e P

u
tin
 
P
resid

en
cy:

th
e fou

n
d
ation

s of
 
R
u
ssia’s S

tability
,
S
tu
ttg
a
rt,

ibiem
-V
erla

g
,
2009,

p
p
.
284

305;
Iv
o
 
M
ijn
ssen

,
“T
h
e

 
V
icto

ry M
y
th a

n
d R

u
ssia

’s Id
en
tity

,”
R
u
ssian

 
A
n
alytical D

igest,
N
o
.
72,

2010,
p
p
.
6
9.

（
80
）
高
橋
和
之
編
『（
新
版
）
世
界
憲
法
集
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、
四
四
五
｜
四
四
六
、
四
五
九
頁
。

（
81
）
な
お
、「
一
九
二
九
年
の
ラ
テ
ン
文
字
移
行
を
基
に
し
て
い
る
」
と
の
指
摘
も
あ
る
（
土
岐
康
子
「
言
語
改
正
の
背
景
」『
外
国
の
立
法
』
二
〇
〇
三
年
五

月
号
、
一
六
一
、
一
六
四
頁
）。
こ
れ
は
、
同
年
八
月
に
中
央
執
行
委
員
会
が
ア
ラ
ビ
ア
文
字
の
使
用
禁
止
を
決
定
し
た
こ
と
に
依
拠
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る

が
（

,
1929,

52,
477

）、「
ラ
テ
ン
文
字
復
活
法
」
に
そ
の
記
述
は
な
い
。
当
時
の
新
聞
報
道
で
は
、
ラ
テ
ン
文
字
化
が
一
九

二
七
年
に
発
表
さ
れ
て
い
た
た
め
、
本
論
で
も
そ
れ
ら
の
報
道
に
な
ら
っ
た
（
例
え
ば
、

,
18

 
1929

.:
10

 
1930

）。

（
82
）

,
1999,

10,
.
713.

（
83
）

,
22

 
1999

.

（
84
）

,
30

 
2000

.

（
85
）

,
11

 
2001

.

（
86
）

,
7

 
2001

.

（
87
）

,
2000,

12,
.
323.

実
際
の
執
行
額
は
一
四
九
万
四
〇
〇
〇
ル
ー
ブ
ル
で
、
計
上
額
の
僅
か
六
％
で
あ
っ
た
（

,
2002,

10

）。

（
88
）

,
20

 
2001

.

（
89
）

,
22

 
2001

.

（
90
）

,
18

 
2001

.

（
91
）

.
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（
92
）

,
1991,

50,
.
1740.

（
93
）

,
,

10,
12-18

 
2002

.,
.
18.

（
94
）

5
 

2002
.

（h
ttp
: //tra

n
scrip

t.d
u
m
a
.g
o
v
.ru
/n
o
d
e /1692 /#

）

（
95
）
同
右
。

（
96
）
同
右
。

（
97
）
同
右
。

（
98
）

,
6

 
2002

.

（
99
）

,
2002,

48,
.
4751

（
以
下
、

と
略
記
す
る
）.

（
100
）

15
 

2002
.,

201
649

）（h
ttp
: //tra

n
scrip

t.d
u
m
a
.g
o
v
.ru
/n
o
d
e /1600 /

）;
,

2002,
48,

.
4752.

（
101
）

,
16

 
2002

.

（
102
）

,
16

 
2002

.

（
103
）

,
2002,

49,
.
4834.

（
104
）

,
28

 
2002

.

（
105
）

,
28

 
2002

.

（
106
）

,
29

 
2002

.

（
107
）

,
2002,

11,
.
1364.

（
108
）
電
子
版
『
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
』（h

ttp
: //w

w
w
.rt-o

n
lin
e.ru

/a
d
d
 
m
a
teria

l /d
o
cu
m
en
ts /d

o
cu
m
en
t
100 /46510 /

）。

（
109
）

,
3

 
2002

.

（
110
）

,
2002,

50,
.
4926;

,
16

 
2002

.

（
111
）h

ttp
: //w

w
w
.rt-o

n
lin
e.ru

/n
ew
s1 /77109 /

（
112
）

,
2001,

12,
.
931.

（
113
）
執
行
額
は
四
九
六
万
三
〇
〇
〇
ル
ー
ブ
ル
で
あ
り
、
計
上
額
の
僅
か
一
七
％
で
あ
っ
た
（

,
2003,

7,
.
1799

）。
こ
う
し
た
タ
タ
ル
ス
タ
ン

側
の
事
情
は
検
討
す
べ
き
重
要
事
項
だ
が
、
紙
幅
の
関
係
で
論
ず
る
こ
と
が
で
き
ず
、
別
個
の
課
題
と
す
る
。

（
114
）

,
21

 
2003

.
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（
115
）

）,10
 

2003
.

（
116
）

,
25

 
2003

.
（
117
）

,
6

 
2004

.
（
118
）

,
6

 
2004

.

（
119
）

.

（
120
）

,
2004,

47,
.
4691.

（
121
）

）,29
 

2004
.

（
122
）

,
17

 
2004

.

（
123
）

,
17

 
2004

.

（
124
）
対
象
は
裁
判
所
（
第
一
八
条
）、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
で
の
言
語
（
第
二
〇
条
）、
道
路
標
識
（
第
二
三
条
）
な
ど
で
あ
り
、
規
定
を
見
る
限
り
、
あ
く
ま
で
も

公
的
領
域
で
の
制
約
で
あ
っ
て
、
公
私
の
区
分
が
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
な
く
も
な
い
。
な
お
、「
文
字
表
記
の
自
由
」と
い
う
問
題
を
提
起
す
る
と
の
指
摘

も
あ
る
（
渋
谷
謙
次
郎
編
『
欧
州
諸
国
に
お
け
る
言
語
法
｜
｜
欧
州
統
合
と
多
言
語
主
義
』
三
元
社
、
二
〇
〇
五
年
、
四
七
二
頁
）。

（
125
）

,
2001,

9,
.
822.

（
126
）

2012,
.,

,
2012,

.
17.

（
127
）
世
論
調
査
で
も
「
多
民
族
の
ロ
シ
ア
」
と
い
う
意
識
が
強
く
（

.
.

//

:
,
2002,

2,
.
52

）、
道
具
と
し
て
の
ロ
シ
ア
語
が
重
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
128
）

.
.

:
1999

2011
.,

,
,
2011,

.
75

81.

（
129
）
興
味
深
い
こ
と
に
、
二
〇
〇
六
年
版
の
「
愛
国
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
で
は
、「
ロ
シ
ア
の
諸
民
族
の
統
合
強
化
（

）」
を

目
的
に
「
チ
ュ
ル
ク
文
化
の
日
」
が
新
た
に
盛
り
込
ま
れ
た
が
、「
ロ
シ
ア
語
の
役
割
」
は
削
除
さ
れ
（

,
2005,

29,
.
3064

）、
少
数
民
族
の

伝
統
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
政
権
は
ロ
シ
ア
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
部
分
的
に
利
用
し
、
そ
れ
を
「
愛
国
主
義
」
に
接
続

し
つ
つ
、
少
数
民
族
の
文
化
伝
統
を
も
称
揚
し
「
一
体
不
可
分
の
ロ
シ
ア
」
創
出
を
進
め
て
い
た
と
言
え
な
く
も
な
い
。

（
130
）

133
 
18

 
2002.

（
131
）

608
 
13

 
1999.

（
132
）S

p
erlin

g
,
“M

a
k
in
g th

e P
u
b
lic P

a
trio

tic,”
p
p
.
223

226.
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（
133
）
独
自
路
線
か
ら
協
調
路
線
へ
変
更
し
た
政
治
的
意
図
に
つ
い
て
は
検
討
す
べ
き
だ
が
、
紙
幅
の
関
係
上
論
ず
る
こ
と
が
で
ず
、
別
個
の
課
題
と
し
た
い
。

な
お
、
あ
る
論
者
は
、「
二
〇
〇
〇
年
か
ら
は
全
ロ
シ
ア
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
一
部
と
し
て
の
共
和
国
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
」に
取
り
組
ん
だ
と
し

て
い
る
（

/w
w
w
.rt-o

n
li :

）//
,

/
.

.
.
.

,
.,

,
2006,

.
257

）。

（
134
）

,
4

 
2002

.

（
135
）

,
22

 
2002

.

（
136
）

,
10

 
2003

.

（
137
）
共
和
国
の
国
旗
な
ど
の
シ
ン
ボ
ル
は
一
九
九
九
年
に
法
制
化
さ
れ
た
（

,
1999,

8
I

））。

（
138
）

,
22

 
2002

.

（
139
）

,
28,

2005
.

（
140
）

,
29,

2005
.

（
141
）
一
九
九
九
年
の
大
統
領
令
で
開
催
が
決
定
（

,
1999,

8,
.
366

）。

（
142
）
電
子
版
『
タ
タ
ル
ス
タ
ン
共
和
国
』（h

ttp
: /

2005
.

n
e.ru

/a
d
d
 
m
a
teria

l /d
o
cu
m
en
ts /d

o
cu
m
en
t
104 /61718 /

）。

（
143
）

,
22

 
2005

.;
25

 
2005

.

（
144
）
映
画
の
内
容
は
、
櫻
間
瑛
「
多
・
民
族
共
和
国
の
葛
藤
｜
｜
タ
タ
ー
ル
語
歴
史
映
画
『
ジ
ョ
レ
イ
ハ
』
を
手
掛
か
り
に
」『
ロ
シ
ア
・
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
経
済

と
社
会
』
二
〇
一
三
年
五
月
号
、
二
五
｜
三
三
頁
を
参
照
。

（
145
）

,
27

 
2005

.

（
146
）

.

（
147
）

,
2005,

27,
.
2729.

（
148
）

,
31

頁
。
な
お
、
あ
る
論
者
に
よ
れ

（
149
）

.

（
150
）
二
〇
〇
九
年
に
一
部
改
正
さ
れ
た
（

,
2009,

7
8,

.
1,

.
590

）。

（
151
）
二
〇
〇
六
年
に
内
容
が
変
更
さ
れ
た
（

,
2006,

6,
.
1,

.
1516

）。

（
152
）
岩
﨑
正
吾
・
関
啓
子
『
変
わ
る
ロ
シ
ア
の
教
育
』
東
洋
書
店
、
二
〇
一
一
年
、
四
二

興
政
策
は
失
敗
に

ル
語
復

タ
ー

ば
タ

.
.
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終
わ
っ
た
と
し
て
い
る
（D

m
itry G

o
ren

b
u
rg
,
“T
a
ta
r L

a
n
g
u
a
g
e P

o
licies in C

o
m
p
a
ra
tiv
e P

ersp
ectiv

e:
W
h
y S

o
m
e R

ev
iv
a
ls F

a
il a

n
d

 
S
o
m
e S

u
cceed

,”
A
b Im

perio
,
N
o
.
1,
2005,

p
p
.
1
28

）。

（
153
）

.
.

//
:

/
.

.
.
.

,
,
2013,

.
107

110.

（
154
）

.
.

,
.

...
.

.
,

,
2003.

（
155
）

,
8
 
2004

.

（
156
）

,
26

 
2004

.

（
157
）

.
//

,
,

,
2005,

.

177.

（
158
）

,
20,

2007
.

（
159
）
な
お
、
ロ
シ
ア
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
を
検
討
し
た
研
究
者
は
、
プ
ー
チ
ン
政
権
誕
生
後
、「
愛
国
心
」が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
一
九
九
〇
年
代
と
は

異
な
る
教
育
だ
と
評
し
て
い
る
（N

elli P
ia
tto
ev
a
,
“C
itizen

sh
ip E

d
u
ca
tio
n a

s a
n E

x
p
ressio

n o
f D

em
o
cra

tiza
tio
n a

n
d N

a
tio
n
-B
u
ild
in
g

 
P
ro
cesses in R

u
ssia

,”
E
u
ropean

 
E
d
u
cation

,
V
o
l.
37,

N
o
.
3,
2005,

p
p
.
38

52;

嶺
井
明
子
編
『
世
界
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
｜
｜
グ
ロ
ー

バ
ル
時
代
の
国
民
╱
市
民
形
成
』
東
信
堂
、
二
〇
〇
七
年
、
一
五
〇
｜
一
五
二
頁
）。

（
160
）

.
.

,
.
74

75.

（
161
）

.
.

//
,
2011,

4,
.
28.

（
162
）
齋
藤
純
一
『
政
治
と
複
数
性
｜
｜
民
主
的
な
公
共
性
に
む
け
て
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
な
ど
。

（
163
）

.
.

:
//

,
2014,

1,
.

5
16.

（
164
）
ソ
連
崩
壊
後
、
少
数
民
族
の
一
部
が
独
立
し
た
地
位
を
望
む
と
い
う
「
入
れ
子
構
造
」
的
な
民
族
問
題
が
あ
り
、
事
態
を
よ
り
複
雑
に
し
て
い
る
。

（
165
）

.
.

:
//

,
2012,

3,
.
258

273.

（
166
）
例
え
ば
、

,
28,

8
 

2003
.

（
167
）
二
〇
〇
二
年
の
統
計
で
は
、
モ
ス
ク
ワ
州
の
ロ
シ
ア
人
は
九
一
％
、
モ
ス
ク
ワ
は
八
四
・
八
％
で
あ
っ
た
（

.

.
2008

/
,

.,
2008,

.
83,

140

）。

（
168
）

,
17,

22
 

2003
.
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